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令和５年第４回足寄町議会定例会議事録（第２号） 

令和５年１２月１７日（日曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６髙 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

    

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会 計 管 理 者              加 藤 勝 廣 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  一般質問＜Ｐ３～Ｐ３９＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

 全員の出席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

１２月８日に開催されました、議会運営委

員会の協議の結果を報告いたします。 

 本日１２月１７日は、一般質問を行いま

す。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議長挨拶 

○議長（髙橋秀樹君） 議事日程に入る前

に、一言申し上げます。 

 本日１２月１７日は日曜日であります

が、町執行者の協力を得て、議会を開催い

たします。 

 足寄町議会は、「町民に身近な意思決定

機関としての議会及び議会活動の活性化と

充実」を主たる目的として、議会総合条例

を制定し、その第６条において「議会は多

くの町民が参加できるよう、平日の夜間、

土曜・日曜に会議を開催するよう努める」

と規定しております。 

 この３年間はコロナ禍により開催はでき

ませんでしたが、本日の「日曜議会」では

一般質問を行い、多くの町民の皆様に議会

に関心を持っていただき、傍聴していただ

きたく存じます。 

 本日は各議員３０分の持ち時間ですが、

どうか町民の皆様に分かりやすい質問・答

弁となりますよう、よろしくお願いをいた

します。 

 

◎ 一般質問 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 一般質

問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ８番細川 勉君。 

（８番細川 勉君 登壇） 

○８番（細川 勉君） 議長のお許しを頂

きましたので、通告書に従い一般質問をさ

せていただきます。 

 令和４年度決算での足寄町一般会計の歳

入の４８.９％が地方交付税です。 

 地方交付税のうち普通交付税の額は、ど

れだけ支出が必要かという意味合いの「基

準財政需要額」から、どれだけ収入が見込

まれるかという「基準財政収入額」を引い

た金額とされていますが、この「基準財政

需要額」を算出するには人口というものが

大いに関係してきます。そこで質問です。 

 令和２年３月の第２期足寄町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の将来人口推計に

よると、２０２０年に６,３５４人の足寄町

の人口が、２０４５年には３,６０４人まで

減少するとなっています。 

 もしそのように人口が減少した場合、足

寄町に入ってくる普通交付税の額はどのよ

うに変化するのか、お伺いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 細川議員の「足寄

町の今後の財政について」の一般質問にお

答えします。 

 地方交付税は地方公共団体間の財源の不

均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一

定の行政サービスを提供できるよう、国税

として国が代わって徴収し、一定の基準に

よって再配分するもので、地方交付税の総

額は、所得税・法人税の３３.１％、酒税の

５０％、消費税の１９.５％、地方法人税の
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全額となっており、そのうちの９４％が地

方交付税、６％が特別交付税に配分されて

おります。 

 各地方公共団体に交付される普通交付税

の算定方法の概要につきましては、その地

方公共団体が一定の行政サービスを実施

し、施設を維持するために必要と想定され

る金額などを算定した「基準財政需要額」

から、その地方公共団体において標準的に

収入が見込まれる税収入などを算定した

「基準財政収入額」を減じた金額が財源不

足額として算出され、地方交付税として交

付されます。 

 なお、「基準財政需要額」の算定には、

行政面積や道路の延長・面積、交付税補塡

のある地方債の元利償還金などのほか、国

勢調査人口が基礎数値として用いられてお

ります。 

 御質問の「将来足寄町の人口が減少した

場合の足寄町の普通交付税の額の変化」に

つきましては、足寄町の国勢調査人口が３,

６０４人に減少して、同じ割合で高齢者人

口や児童・生徒数、学級数などが減少し、

それ以外の条件が同じであると仮定した場

合、足寄町の「基準財政需要額」は今年度

と比べて約６億６,０００万円減少する試算

となります。 

 ただし、人口が減少した場合には、一般

的に税収入も減り、「基準財政収入額」も

減少すると思われることから、実際の普通

交付税の額を試算することは困難でありま

す。 

 また、地方交付税の財源となる各税収の

状況や他自治体の状況などが普通交付税の

金額に大きく影響するため、２０４５年に

足寄町の人口が減少した場合における普通

交付税の金額が今より増えるのか、減るの

かについては分からない状況にあります。 

 参考までに、本町の普通交付税額の推移

を申し上げますと、国勢調査人口が９,５２

２人だった平成１５年度が３９億４９９万

円、７,６３０人だった平成２５年度が４３

億４,６０４万４,０００円、６,５６２人の

令和５年度が４３億９,５８０万９,０００

円となっております。 

 引き続き、人口減少抑制を図るための取

組を進めるとともに、健全な財政運営、持

続可能な魅力あるまちづくりを進めてまい

りますので、御理解賜りますようお願いを

申し上げ、細川議員の一般質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 ８番細川 勉君。 

○８番（細川 勉君） ありがとうござい

ます。 

 ちょっと調べたのですが、地方交付税の

計算は町が行うサービスの標準的な経費を

合計した基準財政需要額から税収の見込額

の７５％分を引いた額になります。この町

の標準的な経費を算出するための項目が４

０項目あり、その中で人口の多さに関する

項目は２４項（６０％）あり、さらに人口

の多さに関係する学校数や学級数を含める

と２８項（７０％）あり、また人口に関係

する戸籍数、世帯数、農家数を含めると３

２項（８０％）あります。 

 重複になると思うのですけれども、この

ことからも人口の減少は普通交付税の額に

影響を与えるのではないかという質問で

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 保多総務課長、答

弁。 

○総務課長（保多紀江君） ただいまの細

川議員の質問にお答えします。 

 議員がおっしゃられるように、地方交付

税の算定のためには人口が使われておりま

すので、人口が減りますとそれに応じて交

付税は減少することになります。ただ、人

口が減った分がそのままではなくて、急に

人口が減る場合とか、小さな地方自治体で

もそれなりの行政サービスが提供しなけれ

ばいけないということから、それに応じて

補正をされて、補正というか調整をされ
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て、小さい団体だからといって大きなとこ

ろの半分だとかそういうことではなくて、

ある一定の交付税が行政サービスのために

交付されるという形になっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番細川 勉君。 

○８番（細川 勉君） ありがとうござい

ます。 

 地方交付税は財源不足を補塡するような

役割で、地方交付税の額は赤字額の大きさ

です。赤字額を減らすには人口対策をし

て、税収を増やす必要があります。 

 そこで、町長がお考えになる人口を増や

す政策、人口の減少を穏やかにする政策、

人口が大幅に減少しても技術などを利用し

てやりくりする政策などを検討しているな

らば、複数回答でもよいので教えてくださ

い。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 人口が減少するこ

とによって交付税が、少なからず人口減少

に伴う部分でいくと、人口が減ればそれに

伴って交付税の額というのも減ってくる可

能性というのは非常に大きいなというよう

に思っています。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、

全体で足寄町で必要な経費というのがあり

ますから、その中で人口が減ることによっ

てその分が減るというのもありますし、ま

た収入の部分でいきますと、人口が減少す

ることによって収入も減ってくるというこ

とが考えられます。ですから、そういった

部分で収入も減るし、それから支出する部

分も減ってくる可能性がある。 

 ただし、人口減少の部分だけですので、

この足寄町みたいに広い行政面積を持って

いると、コスト的には非常に多くかかる部

分というのはあるだろうというように思っ

ています。単純に人口が減ったからその分

行政コストとして減っていくということだ

けではないのだろうなというように思って

います。 

 ただ、そうはいっても、やはり人口減少

に伴っていろいろな障害も出てくるという

か、交付税が減るということだけではなく

て、働く人も減っていくだとか、どんどん

人口が減ることによって生じてくるいろい

ろな問題も出てくるという、そういうこと

もありますので、なるべく人口減少を少な

くしていく。 

 国全体として、日本全体として人口が減

少してきているというのは御承知のとおり

でありますから、足寄町だけが人口どんど

ん増えやしていくというようなことにはな

かなかなりません。 

 今よく言われているのは、東京一極集中

ですとか、日本全体でいけばそういうこと

ですね。例えば北海道でいけば、札幌集中

だとか、十勝でいけば帯広集中だとか、そ

ういう人口の多いところのほうが、例えば

将来的にいけば医療にかかりやすいだと

か、買物だとかそういったもので不自由し

ないだとか、交通の便がいいだとか、そう

いったことがやはりありますので、どうし

てもそういうところに人口が集中していく

というのは、傾向として今までもあった

し、これからもあるのかなというように

思っています。 

 そういった中で、細川議員からお話あっ

たように、人口減少をどう防いでいくの

か、人口減少を少しでも抑えていくために

どうしていくのかということが大きな課題

の一つであると、足寄町の課題の一つであ

るというように思っております。 

 それで、平成２７年だったと思いますけ

れども、地方創生という人口減少をどう対

応していくのかといったことが国の中でも

議論され、大きな問題となってきて、そう

いう取組を国として取り組んでいます。足

寄町もそれに応じて、地方創生の事業を取

り組んできています。 

 議員の質問の中にもありましたけれど

も、令和２年３月に第２期の足寄町まち・

ひと・しごと創生総合戦略というのを取り
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組んでおりますけれども、この第１期はた

しか平成２７年からだったと思っていま

す。その中で人口減少をどう防いでいくの

かといった部分を、一つは人口ビジョンと

いうことで、今後どう人口が減っていくと

思われるのかという、想定されるのかと

いったところを人口ビジョンとして掲げて

おりまして、先ほど議員のほうからの質問

がありましたけれども、２０２２年に６,３

５４人、それが足寄町の人口、２０４５年

には３,６０４人というようなことで、国立

社会保障・人口問題研究所ですね、社人研

と言われているところが、このままにして

いくと人口が減少していきますよといった

パターンをつくっていまして、その中で平

成３０年度に推計した社人研のパターンの

中でいきますと、２０４５年には３,６０４

人ということになっています。 

 足寄町としては、先ほど言った足寄町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略、人口ビ

ジョンとそれから総合戦略の中で、それを

どう防いでいくのかと、そうやって社人研

で推計している人口減少をどう抑制してい

くのかと。人口減少の率を少しでも減らし

ていくためにはどうしたらいいのかといっ

た部分の取組として、総合戦略というのを

つくっているところであります。 

 その中で、目標として三つ掲げておりま

して、一つには、若い世代を中心とした安

心して働くための産業振興と雇用の場の創

出、それから基本目標の二つ目として、若

い世代が希望に応じて結婚、出産、子育

て、働き方ができる環境づくり、それから

基本目標の三つ目には、各地域における定

住促進、農山村をはじめとした地域におけ

る日常生活の機能維持及び地域ネットワー

クの構築ということで、三つの目標を掲げ

ながら、その下にいろいろな取組をしてき

たというところであります。 

 そういった中で、人口減少はしてきてま

すけれども、一定程度、人口減少を少しず

つでも抑えていこうという取組を今までし

てきているということであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番細川 勉君。 

○８番（細川 勉君） ありがとうござい

ます。 

 最後の質問です。 

 今後は高齢化による医療・介護費の増大

と労働力人口の減少、それに加えて、また

高度経済成長期に造られた道路、橋、水道

管などのインフラの更新などにより、財政

を圧迫する事案が多いですが、これに対す

る対策をあれば教えてください。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 細川議員おっしゃ

るように、今後高齢化が進み、医療費が増

えたりだとか、それから介護に関する事業

費が増えたり、それからこれまで造ってき

ている道路ですとか、それから橋梁、それ

から公共施設、そういったものが少しずつ

老朽化をしながら、それに係る経費という

のは多くなってくるというように思ってい

ます。 

 そういったところでいきますと、いろい

ろな補助事業等を使いながら、例えば道路

橋梁等については長寿命化を図っていくと

いう形としていますし、また今やっていま

すけれども、学校なども大規模改修等をや

りながら、今、屋根、壁塗装だとか、そう

いったものをやってますけれども、なるべ

く今ある施設を長く使えるように、そうい

う長寿命化を図っていくという、そういう

取組をしています。 

 それと、今後の財政状況ということでい

きますと、なるべくまずは補助金を活用す

る。補助金があるものについては、なるべ

く補助金を活用しながら、国だとか道の支

援をもらうと。 

 それから、残る自己負担分、そういった

ものについては、いろいろな有利な起債等

を使いながら、なるべく一般財源に町の負

担とならないような形で、財政運営を進め

ていくということになるのかなというよう
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に思っています。 

 なかなか人口減少を食い止めるというの

は難しいと思いますけれども、なるべく人

口減少を急速に進んでいくということでは

なくて、緩やかに進みながら、足寄町とし

てそこに住んでいらっしゃる皆さんが困ら

ないように、今まで住んでいてよかったな

と思えるような、そしてまた、この状況で

いけばもっともっとずっと住んでいきたい

なというように思っていただけるようなま

ちづくりを進めていきたいなというように

考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番細川 勉君。 

○８番（細川 勉君） ありがとうござい

ます。 

 以上で、一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、８番細

川 勉君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番髙橋健一君。 

（６番髙橋健一君 登壇） 

○６番（髙橋健一君） 議長のお許しを頂

きましたので、一般質問通告書に従って一

般質問をさせていただきます。 

 質問事項、足寄町の財政健全化について

であります。 

 一つ、足寄町の令和５年度当初予算書に

よると、令和５年度末の地方債残高は１０

９億円に上ります。足寄町はこの負債をど

のように返済していくのか、具体的な返済

計画があればお教えいただきたい。 

 二つ、地方債の中に過疎地域の貴重な財

源となっている過疎対策事業債、国の補塡

率は７０％や、辺地対策事業債、補塡率８

０％があります。これらの起債の発行に当

たり、国から限度額などの制限が課せられ

ているのか。また、地方債の中の臨時財政

対策債について説明をお願いいたしたいと

思います。 

 三つ、今後、足寄町は人口減少や高齢化

に伴い、自主財源である地方税や依存財源

である地方交付税などの減少が予想されま

す。足寄町は持続可能な財政運営を続けて

いくために、どのような対策を講じていく

のか、例えば足寄町独自の課税（法定外

税）などは考えられないか、お伺いした

い。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 髙橋健一議員の

「足寄町の財政健全化について」の一般質

問にお答えいたします。 

 まず、１点目の「地方債の返済計画につ

いて」ですが、本町におきましては、地方

債借入時の償還年次表を積み上げた返済計

画を作成しております。また、将来借入れ

を予定している地方債につきましては、毎

年度総合計画の実施計画を見直す際、向こ

う１０年間の大型事業による支出や、事業

実施に伴って借り入れる地方債の元利償還

金などの将来の財政負担が可能か中長期的

な財政推計を行い、健全な財政運営を図る

ことができるよう努めております。 

 ２点目の「過疎対策事業債や辺地対策事

業債の限度額などの制限について」です

が、過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法第１４条第２項に規定する過疎

対策事業債のソフト分のみ毎年度発行限度

額が定められております。 

 その他の地方債につきましては、限度額

は定められておりませんが、国が毎年度定

める地方債計画において、地方債ごとに計

画した額を地方公共団体の借入希望総額が

上回った場合は、配分額が調整される場合

があります。 

 次に、臨時財政対策債についてですが、

臨時財政対策債は国が地方公共団体に交付

する地方交付税の財源不足を補うために平

成１３年度に導入した地方債の一種で、そ

の元利償還金は国が後年次に全額地方交付

税措置することになっております。 

 ３点目の「持続可能な財政運営を続けて

いくための施策について」ですが、現時点
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ではふるさと納税などの自主財源確保に努

めるとともに、国・道などの補助制度や有

利な地方債の有効活用、適正な受益者負

担、公共施設の長寿命化及び計画的な整

備、事務事業の効率化によるコスト縮減な

どにより、健全な財政運営に努めながら、

住みたい、住み続けたい、住んでいてよ

かったと思っていただけるまちづくりを進

めてまいりたいと考えており、現在のとこ

ろ足寄町独自の法定外税を導入することは

考えておりませんので、御理解賜りますよ

うお願いを申し上げ、髙橋健一議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） 今回は細川君と二

人で財政問題にチャレンジしようというこ

とで、二人で相談して、細川君が一の矢で

突破口を開いて、そして私が二の矢で財政

問題の核心に迫っていくという方針でした

けれども、できているかどうか分かりませ

ん。 

 今日の財政問題に関しては、ちょうどい

いタイミングで広報あしょろの１２月号に

詳しく掲載されておりますので、これを利

用させていただきます。 

 まず本題に触れる前に、私昔から気に

なっていたのは、地方債の問題ですよね。

その中で、非常に有利な地方債があります

よね。それが過疎対策事業債、補塡率７０

％、辺地対策事業債が８０％。そして何と

臨時財政対策債が１００％国の補塡という

ことになれば、どんどんこれ使えばいいで

はないかと。事業をするときには全部こう

いうのを使って、国に要求して、足寄大変

なんだから金下さいというふうに要求でき

ないものですかね。 

 それからもう一つは、いつも気になった

のですけれども、事業債に対して交付税に

よって措置されるというのが必ず条件がつ

いている。交付税によって措置される、こ

れはどういう意味ですかね。いわゆる私の

感覚では、７０％、８０％の国からの補助

があれば、交付税が減らないのではない

か。交付税は別に足寄町に、交付税という

のはもともと足寄町がお金足りないのだか

ら黙って好きに使ってくださいというの

が、いわゆる地方交付税の在り方だと思う

のですね。それに対して、プラス上乗せさ

れて補塡されるのか。いわゆる過疎債など

使ったら、もともと足寄にくれるはずの交

付税が減らされているのか。その辺がまだ

しっくり来ないのですよね。このくせ者の

言葉ですね、交付税によって措置されると

いうことの説明をよろしくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 過疎債、それから

辺地債、毎年毎年、過疎債であれば１２年

償還で３年間据置き、それから辺地債であ

れば１０年償還で２年の据置きというよう

なことで、償還をしていかなければならな

いのですけれども、償還するときに、元利

償還金というのが毎年据置期間過ぎた後に

は出てくるわけですね。その分が基準財政

需要額の中にプラスされるということにな

りますので、その分が措置されるという、

そういった意味で、その分が町がお金を払

わなければならない部分、その部分に上乗

せされるわけですから、そういった部分で

はそこの部分が償還しなければならない部

分、そういったものを見てもらえている

と、国の交付税の中で見てもらえていると

いう形になっています。 

 それぞれ使い道というのが決められてお

りまして、何でもかんでもこの過疎債だと

か辺地債、それから臨時財政対策債を使え

るということでは……、臨時財政対策債は

何でも使えるのだね、使い道が一定程度限

られてきているということですので、例え

ば足寄町が何か事業をやりますよ、補助金

もらいましたよ、補助金のほかにどうして

も、大体補助金多くても２分の１だとする

と、２分の１は町が負担しなければならな
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い。そういった部分を例えば過疎債だと

か、辺地債だとか、そういったものを使わ

せていただいて、その部分の負担を減らし

ていくと。要するに、自分たちで足寄町の

負担ではなくて、後で返済するときに後年

次８０％とか７０％を国が返済の償還金を

見てもらえるというような、そんな形に

なっていますので、何でもかんでも使える

という形にはなっておりません。 

 それから、臨時財政対策債については、

これはもともと交付税の財源が国の中で不

足しているということの、それを国と自治

体で半分ずつ借入れという形でつくりま

しょうというような形になってますので、

これは使い道は何でも、交付税と同じです

ので使い道は特に制限がないのですけれど

も、ただし、交付税の言ってみれば財源不

足分ということなので、先ほど細川議員と

お話をしていた部分の、財政需要額から財

政収入額を減じて、要するに不足分、そこ

の部分に充てる部分ということになります

ので、自治体ごとに金額が決められてくる

と。限度額が決められてくるということに

なりますので、要するにそれは交付税の代

わりにこの債権を発行すると、起債を出す

ということになりますので、そこは金額が

変わってくると。その代わり使い道は変わ

らない、特にどういうことに使わなければ

ならないとかという、そういう制限はない

という形になっています。そういうこと

で、後年次交付税の代わりですから１００

％戻ってくるという形になりますので、そ

こは十分に使うことができると。 

 いずれにしても、足寄町としては、そう

いう過疎債ですとか辺地債ですとか、有利

なそういう起債を使わせていただいて、な

るべく町の負担を生じないような形で事業

を実施するということで、健全な財政運営

をしていこうということで考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） 分かりました。 

 いわゆるありがたい国の補助だというふ

うに考えればいいと思うのですけれども。 

 例えば特老をつくるときでももちろん過

疎債使いますよね。あれは全部要求したり

はできないのですか。ほかにいろいろ補助

だとか自主財源も使わなければいけないで

すよね。過疎債全部使わせてくれと、そう

はいかないですか。目的的にはいいですよ

ね。すばらしいことやるわけですからね。

それは国はどういうふうに見ているのか、

お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 特別養護老人ホー

ムの関係でありますけれども、ここ補助金

がありますので、補助金を一定程度頂い

て、残った分を全部過疎債で使えないかと

いうことでありますけれども、特別養護老

人ホーム自体は、言ってみれば介護保険事

業で事業として成り立っていかなければな

らない施設ということですので、全額を過

疎債ということではなくて、過疎債と介護

保険事業債という、それぞれの２分の１ず

つ、町の負担の中での２分の１ずつを借入

れをしてという形になります。過疎債は先

ほども言いましたように、後年次で７割ぐ

らいの補塡があるということですけれど

も、介護保険サービス事業債のほうは補塡

がないということで、これは本当に単な

る、単純にいけば一般的な借金、お金を借

りてその分は後で返していかなければなら

ないということになります。 

 全てにわたってそうですけれども、町が

やっている事業の中でも、やはり介護保険

のように事業として成り立っていかなけれ

ばならない、介護報酬だとかもらいなが

ら、それから個人のそれぞれの受益者の方

たちの負担をもらいながらという形で、事

業を成り立たせていかなければならない、

要するに企業会計にはなっていませんけれ

ども、企業会計と同じような、特別会計の

中で、本当は本来でいくと成り立たせなけ
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ればならないという事業になっていますの

で、そういう有利な借入れを全部使えると

いう形にはなっていないということで、半

分だけ過疎債が使えて、半分については起

債はありますけれども、それはきちんと元

利償還金、きちんと返さなければならない

という、そういう仕組みとなっているとい

うことであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） ちょっと今気に

なったのですけれども、介護保険の事業で

すよね。ということになると、ちょっと気

になるのですけれども、介護保険料が上が

るようなことは考えられないのでしょうか

ね。まだそういうことは考えていない、こ

れからの話ですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、丸山副町

長。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 介護保険の保険料につきましては、介護

給付費として居宅サービスとか施設サービ

ス、大きく言ったらヘルパーでやったとき

の利用者は１割負担、一般の所得の方は１

割負担で９割が介護保険で支払われると。

その中で、今そういうような施設サービス

であれば１割ですとか食費とか、そういう

ような負担で費用が出て、その中で６５歳

以上の町民の方は１７.５％を、足寄町の町

民が６５歳以上の方が１２か月、１年間で

負担していただくという形であります。そ

こで、施設サービスの中の特別養護老人

ホームの費用が上がった場合には当然住民

の方の、６５歳以上の方の負担が増えます

が、今例えば足寄町の特養が５６床ござい

ます。新しい特養が４９床ということで、

利用者の数が少なくなるので、若干今の多

床室からユニットケアで個室になって、若

干高くなっているという部分もあるかと思

いますけれども、総体的にはそれほど費用

が変わるというようなところではないと見

越してますので、介護保険の総費用イコー

ル６５歳以上の方々の介護保険料はそれほ

ど、それほどというか定員から考えると変

わらないのではないかというふうに考えて

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） 本題に戻りたいと

思いますけれども、財政問題ですよね。ど

こもこれは大変ですよね。だから、細川議

員の質疑の中の答弁にもありましたけれど

も、やはり分からないのですね、これね。

試算することは困難であると町長の答弁で

すけれども、「健全な財政運営、持続可能

な魅力あるまちづくりを進めてまいりま

す」、非常に曖昧な表現で終わらせている

のではないかという、そんな感じがしま

す。本当に大変なのでしょうね。 

 ちょっと資料を見ますと、足寄の借入残

高ですね。私が調べたのは１０９億円だっ

たのですけれども、この資料だとちょっと

アップしてますね。１１８億５,２８０万

円。この借金を返しながらいろいろな施策

を講じていかなければいけない足寄町、本

当に気の毒だと思いますよね。とにかく福

祉、充実した福祉を目指さなければいけな

い。医療、教育、子育て支援、防災、イン

フラ整備、それから箱物のメンテナンスあ

りますよね。今まで足寄町はよくやってき

たと思います。本当に子育てとか福祉に関

しては、本当に足寄町よくできるなと、お

金持ちだななんてほかの町村から言われる

ぐらいよくやってきたと思います。問題は

これがこれから続くかどうかが勝負なので

すよね。 

 そこでどうするかと、私もさっき言った

ように、もうどこかからお金出さなければ

いけないのだと。本当はみんなが喜んでお

金出してくれるのが理想ですよね。だから

足寄独自の税金などどうですかと言ったの

はそこにあったのですけれども、私はほと

んどやりませんと答えられるのではないか
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と思って出したのですけれども、割と結構

日本ではやっているのですね、これね。別

荘等所有税、こんなのは関係ないか、うち

で。歴史と文化の環境税とかね。使用済核

燃料税、環境未来税、環境協力税、そして

何とかお金を引き出してまちの経営に当た

ろうじゃないかということであります。 

 私がやはり心配しているのは、足寄だけ

ではなくて国もひどい状態ですよね。国の

借金が１,１００兆円に迫る、そんな状態で

すよ。そうすると、国民１人当たりの負担

がどのぐらいになるかというと８５０万円

ぐらいになるのか、ちょっと計算して間

違ってたらごめんなさい。８５０万円ぐら

いです。 

 そして、足寄町はこの計算すると幾らに

なるのかな。足寄町も結構大変ですよね、

これ。私はこの１１８億円を大体足寄町の

人口６,１００人で割って１９０万円ぐら

い。１人１９０万円ぐらい負担しなければ

いけないということです。総務課長、合っ

てますか。私うそ言っているかもしれな

い。 

 それから、我々は国民だけではないので

すよ。足寄町民だけではなくて、もう一つ

道民という、そういう肩書があるわけで

す。北海道民でもあるわけですよね。道

民、これ北海道も大変な借金抱えてまし

て、６兆円、北海道の人口が５２０万人と

計算して、１１５万円ぐらいです。合計す

ると、１人で１,１５５万円の負債を抱えて

いることになります。１,１５５万円です。 

 だから、うちの家帰ってかみさんにこれ

だけかかるよと言ったら、我々小さい頃思

い出したら、もう水道もない、もちろんテ

レビや冷蔵庫や洗濯機もないような状態か

らはい上がって、高度経済成長の中で非常

に恩恵を受けてきて、非常に豊かな生活を

させてもらったのだから、ある程度お金払

わなければいけないよね、けれども二人で

２,３００万円はちょっときついよねなんて

いう話をしていたのですけれどもね。これ

どうやって解決していくのかもう分かりま

せんし、何か国会議員の方も道議会議員の

方もこの話ししたらみんな逃げるから、ど

こに真実があるのか分からないのですけれ

ども、中にはとんでもないこと言う人がい

て、本当に立派な経済学者が唱えているの

ですけれども、ＭＭＴ理論というのです

ね、モダンマネタリーセオリーというので

す。これはすごいのですね。財政出動どん

どんしなさいと。だってまだ日本は潰れた

わけではないから、どんどんどんどん金出

さないと、けちっていたらじり貧になって

とんでもないことになるよと。だからヘリ

コプターマネーを空からどんどんどんどん

ばらまいて、みんな個人的にお金ばらまけ

ば、ばっと、１人１,０００万円とか。そう

したらみんな使うでしょう。それがだっと

動いて動いて、そして経済を活性させる

と。１,０００円の１０回もあったら１万円

になるのだと。１,０００円札が１万円分の

買物ができるのでしょう、１０回回せば。

そういうような考え方で、そうかなと私も

思ったのですけれども、よくよく考えたら

私すごく悲観論者なものですから、こんな

ことして大丈夫なのかなと。紙幣なんての

は元々紙切れですからね。あれは政府や日

銀のそういう信用があって成り立っている

お金ですから、あまりばらばらばらばらお

金刷ってばらまいて、だんだんだんだん薄

くなってしまって、お金の価値が薄くなっ

てしまって、最終的には紙切れみたいにな

るのではないかと。それを私は恐れていま

す。世界でも、日本とは状況違いますけれ

ども、例えばベネズエラなどだったら１０

０円のパンがしばらくたったら１００倍に

なっていると。だから日本もこんなことに

ならなければいいなと。１００円ショップ

がみんな１００万円ショップになってしま

うのではないかと、そういうことにならな

いように、やはり私は気をつけなければい

けないと。 

 最終的にこのまま放置すれば、我々が一
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生懸命蓄財した財産というものはみんな無

に帰するのではないかというふうに心配し

ています。私の未来の構想はやはりディス

トピアです。ディストピアです。そういう

ようなところまで想定しながら、考えすぎ

なのかもしれませんけれどもね。 

 それで、どうやって解決していけばいい

のか分からないのですけれども、足寄町で

生き延びようと、足寄町が生き延びる道を

探さなければいけない。町長中心にして一

つになるということですかね。何か政治っ

て一つになってませんよね。スポーツとか

音楽とか演劇とか、そういうのだったらみ

んな一つになって、観客とステージが、選

手とわっと一体になって盛り上がるのに、

なぜ政治盛り上がらないのでしょうね。そ

れがすごく残念だと思うのですよ。そうい

うものを含めて、どうしようもないかもし

れない。少し諦めてますけれどもね。私は

人生もそろそろ短くなってきているから。

けれども、これからの未来の子供たちを考

えたときに、何か手を打たなければ駄目だ

と。そこでもう少し具体的な構想ですね、

それを町長から、足寄町のビジョンです

ね、財政問題を含めて、どうやって立て直

していくのかというビジョンをまずお教え

いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○副長（渡辺俊一君） 法定外税について

は、やっていらっしゃるところもあります

けれども、決して多くはないという状況な

のかなというように思っています。全国的

に見ても、町村でいくとそんなに大きな数

ではないのかなと。北海道の中でいけば

もっと本当に少ない状況でありまして、な

かなか新たに税の負担を求めるというの

は、簡単なことではないのかなと思ってい

るところでありまして、現状でいけば新し

く税を町として設けて、その税をというよ

うなことは今段階では考えていないという

ことであります。 

 確かに足寄町はもともと以前から結構そ

ういういろいろな有利な起債だとか、そう

いったものを活用させていただいてきて事

業をしてきているというのは実態としてあ

ります。それが起債の、町債の多さになっ

ていくのかなというように思っています。

１００億円を超えるぐらいの起債がありま

すけれども、先ほども申し上げましたよう

に、その中で国からの支援、国からの交付

税で措置されるという部分もありますの

で、実際に町として負担しなければならな

いというのは、それから比べるとかなり少

なくなってきているのかなというように

思っています。 

 そういったこともありますし、また計画

的に多くの起債を使っていろいろな事業を

やってきたという部分でいきますと、そこ

は、先ほども申し上げましたように、計画

的に返済をしていくという計画をきちんと

持っていますので、すぐにそれを全額を返

済しなければならないということだと、こ

れまた大変なことになりますけれども、先

ほども申し上げましたように、１０年とか

１２年とかという中で返済をしていくとい

うことですので、それでつくったものとい

うのは残るわけですから、それは町民皆さ

んがずっと使っていける。もっと言えば、

１０年で返済するかもしれないけれども、

２０年、３０年と使っていける施設ができ

るわけですから、それは町の財産としてき

ちんと残っていくというものになるという

ように思っていますので、それぞれ町民の

皆さんに町税という税金でそれぞれ負担を

していただきながら、そういったものを計

画的に返済していけるような、そういった

形でずっと永続的に使って、永続的にはな

らないかもしれないけれども、長寿命化も

図りながら長い期間使っていくということ

で町民の皆さんの利便性を図っていくとい

うことになるのかなというように思いま

す。そういった部分の利便性が図られてい

る部分の負担というのは、それぞれ税金の
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中で負担していただくというような形にな

るのかなということなのかなと思っていま

す。 

 ですから、確かに町の町債、借金が多い

ですよという部分もありますが、それは計

画的に、それは足寄町の中に資産が残って

いるということになりますから、それをみ

んなで長期的にきちんと使っていこうとい

うことでありますので、町民の皆さんが足

寄町に住んでいてよかったと思えるよう

な、そういった足寄町でそんなに不便なく

暮らしていけるというような、そういった

ものに変わってきているのではないかなと

思っています。 

 それと、町債だけではなくて、貯金のほ

うもありますので、基金も一定程度持って

きていますので、そういったものを活用し

ながら、短期的な話ではなくてやはり長期

的に持続可能なまちづくりというのをして

いかなければならないのかなというように

思っています。 

 そういうことを含めて、短期的に見ると

大変な部分もありますけれども、しかしな

がらやはり計画的に、これからまた総合計

画などもつくりますけれども、来年度策定

する予定になっていますけれども、そうい

うものをつくりながら、少し長期的に見な

がらまちづくりを進めていくということに

なるかなというように思っておりますの

で、御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） そうですね。足寄

町、やはり税金という形で寄こせといった

らなかなかお金出せないのですけれども

ね。 

○議長（髙橋秀樹君） 終わりです。 

 明日、持ち越しでよろしいですか。今日

でよろしいですか。 

○６番（髙橋健一君） いいです。結構で

す。大丈夫です。 

 本当に若者、ばか者、よそ者の力を結集

して、何とか足寄を盛り上げていただけれ

ば、こういう税収というか、そういうお金

も集まってくるのではないかなという期待

を持っています。 

 町長にはぜひそういう求心力を発揮して

いただいて、足寄のために頑張っていただ

きたいと思います。 

 どうも本日はありがとうございました。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、６番髙

橋健一君の一般質問を終了します。 

 １１時５分まで、休憩といたします。 

午前１０時５５分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 次に、７番木村明雄君。 

（７番木村明雄君 登壇） 

○７番（木村明雄君君） それでは、議席

番号７番。議長のお許しを頂きましたの

で、北海道横断自動車道について質問をい

たします。 

 北海道横断自動車道、これは網走線、足

寄から北見間７９キロ、当初計画となって

おります。２０１５年に北見西から訓子府

間、１７年には訓子府から陸別小利別区間

が開通し、足寄陸別間３１キロは費用対効

果が見込めないとし、０６年に当面着工は

しないと事業が凍結されておりました。 

 現在、北海道開発局によりますと、足寄

陸別間３１キロ区間、正式に事業再開する

と発表がありました。 

 渡辺町長、髙橋議長をはじめ北海道横断

自動車道十勝地区早期建設促進期成会、有

識者の多くの皆さんの御尽力があればこそ

と考えます。 

 これについてお尋ねをいたします。 

 １、足寄陸別３１キロ区間、費用対効果

が見込めないと凍結した区間を、なぜ現

在、事業再開が決定されたのか、その理由

について情報があればお伺いをいたしま

す。 

 ２、十勝オホーツク横断道完成後には、
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観光振興、物流の効率化、福祉・医療の充

実、災害時の代替ルートが考えられます

が、我が町にとって大きなメリットはどの

ようなもの、何が考えられるのか。具体的

な案があればお伺いをいたします。 

 ３、この横断自動車道ができることによ

り、町なかを通らず、我が町への客足が素

通り現象を起こさなければよいが、これが

ちょっと心配であります。これについても

お伺いをいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 木村議員の「北海

道横断自動車道について」の一般質問にお

答えします。 

 まず、１点目の凍結された区間が事業再

開された理由についてですが、平成２８年

８月の豪雨災害で道央圏と道東圏を結ぶ主

要道路網が寸断された際、十勝産の生乳が

旭川・紋別自動車道などを迂回して苫小牧

港へ輸送されたことで、広域的な迂回路の

重要性が再認識されたことが大きな要因と

なったほか、北海道横断自動車道足寄町か

ら陸別町陸別間が平成１８年２月に国土開

発幹線自動車道建設会議において、当面着

工しない区間とされて以降、各期成会など

を通じ、地域一体となって事業再開に向け

た要望活動を続けたことが実を結んだもの

と考えております。 

 これらの理由により、令和３年４月に国

土交通省が策定した「防災・減災、国土強

靱化に向けた道路の５か年対策プログラ

ム」で早期の整備が必要とされ、その後、

同年７月に開催された北海道開発局事業審

議委員会において、災害時の迂回路確保や

農産物などの物流効率化を図るために事業

の再開が妥当と判断され、事業が再開され

ることとなりました。 

 ２点目の足寄から陸別間開通の我が町に

とっての大きなメリットについてですが、

最大のメリットは国道が通行止めとなった

際の代替路確保であると考えております。

足寄陸別間の国道２４２号は並行する代替

路がないため、交通事故や冬期交通障害な

どで通行できなくなった場合に大きな影響

が生じることが想定されるほか、河川洪水

浸水想定区域図においては、足寄陸別間の

国道２４２号の約９０％が浸水範囲となっ

ており、災害時の孤立防止や救助活動のた

めに、高速道路が非常に有効であると考え

ております。 

 ３点目の「足寄陸別間開通によって足寄

町への客足が素通りするようにならない

か」の御質問につきましては、平成１５年

の足寄インターチェンジ開通後、国道２４

１号を通る車が減少した事例があり、足寄

陸別間開通によっても人の流れは変わるも

のと思われます。特に他のまちを観光やビ

ジネスの目的とする方は、一刻も早く到着

しようと高速道路を使用し、足寄町を素通

りして目的地へ向かうことが想定されま

す。 

 一方で、足寄陸別間の開通や本別ジャン

クションのフル整備化などで道東エリアの

広域周遊観光活性化が図られるため、道内

外の観光客誘致も期待されます。 

 足寄陸別間の延長が３１キロメートルと

非常に長く、開通までには長い期間を要す

ると見込まれますが、足寄町へ人を呼び込

むことができるような魅力あるまちづくり

を今から進めていく必要があると考えてお

ります。 

 高速道路開通を見据えた取組を検討する

ため、１１月２日に町内１２団体・企業に

よる「まちづくりネットワーク会議」が発

足したことから、町としても民間主導の当

該会議の取組へ積極的に参画するととも

に、必要な支援を図ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解賜りますようお願

いを申し上げ、木村議員の一般質問に対す

る答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） ここで再質問をい
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たします。 

 さきの質問と重複するところもあろうか

と思いますが、確認のため御容赦願いたい

と思います。 

 まず、道東自動車道は帯広、音更から池

田、本別、足寄区間の開通が１９９９年、

平成１１年１０月に開通しておりますが、

次は北海道横断自動車道、これは十勝オ

ホーツク道は北見から足寄まで高規格道路

の建設計画があり、私たちは夢と希望を抱

きながら、これからは帯広、札幌方面、ま

たは網走、北見方面へと行くにも大変便利

になる、近くなると、そんな期待をしたも

のでありました。 

 しかし、北見陸別間までは建設するが陸

別から足寄間については経済効果が見込め

ないとし、この事業は凍結となりました。

近年隣接町も年々人口減になっておりま

す。膨大な予算をつけて建設はさらに一層

経済効果が見込めないものではないかと、

私は考えたわけでありますが、これについ

て町長はどのようなお考えか、所見を伺い

たいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 高速道路は都市間

と都市間を結ぶ非常に重要な交通網という

ことになりますけれども、その中では非常

に都市と都市とを結んで時間を短縮だと

か、そういったものが図られるということ

で、非常に大きな効果があるものというよ

うに考えています。 

 とりわけ、足寄町でいきますと、足寄か

らもちろん国道が２４１と２４２があっ

て、オホーツク方面、それから釧路方面、

それから十勝管内と、ちょうどその中間地

点ということで非常に交通の要所というこ

とで、昔から交通量が多く、いろいろな方

たちが釧路に行ったり、オホーツク方面、

北見方面だとかに行ったりだとか、そう

いった部分で多くの方が足寄を通過してる

という形でおりました。それが高速道路が

できることによって、さらに交通が便利に

なるというところがやはり大きなものに

なってくるのかなというように思っていま

す。 

 今までも、先ほどお話ししましたけれど

も、この高速道路がつながることによっ

て、防災面でもダブルネットワークという

ように言ってますけれども、迂回路、国道

がもしも駄目になっても高速道路があるだ

とかというような形で、別な交通網ができ

るということで、そういった利用が図られ

ると。町民というか住民の方たち、地域の

住民の方たちに安心感がもたらせられると

いう部分ですとか、それから観光面にあっ

ても、いろいろなところに遊びにだとか、

いろいろなところを見に行ったりだとか、

それからいろいろなおいしいものがあれば

そういったところに食べに行ったりだと

か、そういったことが高速道路を使うこと

によって、時間短縮することができて、今

まで遠くてなかなか一日日帰りでは行けな

いなと思われるような人であっても、高速

道路を使って行くことができるですとか、

あと医療関係にあっても、高速道路がある

ことによって、より大きなまちの専門の病

院に行ったりすることができるですとか、

いろいろな利便性があるというところであ

ります。 

 もちろんもともとこの道路については昔

から、かなり以前から高速道路網というこ

とで予定化はされていたところでありまし

て、これはやはりつながって初めて効果が

出てくるということになるというように

思っています。 

 ですから、ところどころで高速道路がで

きてということでありましたけれども、少

しずつ延びていくことによって、最初は利

用者が少なかったけれども、つながること

によって利用者がだんだんだんだん増えて

きているという実態もありますから、これ

はやはりつながっていくことによって、

もっと利用もされるしというようなことに

なって、さらに効果というのは上がってく
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るものというように思っています。 

 ですから、昔足寄町と陸別の間について

は費用対効果と、そういったもので考えて

くると少なかったというものも、だんだん

そういうことでつながっていくことによっ

て利用者も増えるという、そんなことも

あって増えてきている部分などもあるのか

なというように考えているところでありま

して、町としても地域の沿線の方たちと期

成会などもつくって、以前から要請活動等

を行ってきているところでありますけれど

も、今事業が再開されましたけれども、実

際にはまだ３１キロもありますので結構整

備していくまでには、開通するまでには時

間がかかると思いますので、整備促進に向

けて要請活動はこれからも行われていくの

かなというように思っているところであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） それでは、次の質

問をいたします。 

 北海道開発局は陸別から足寄間３１キ

ロ、今町長もおっしゃっておられましたけ

れども、３１キロ区間、これが着工決定の

発表がありました。そこで、土地の買収、

それから設計ルート等について、調査が完

了しているものと考えますが、そこで、い

つから着工し、いつ頃完成するのか、この

辺について情報があればお伺いをしたいと

思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 既に調査も行われ

ておりまして、今後また測量ですとか、そ

れから用地の測量だとかが行われて、実際

に用地を取得するだとか、そういったこと

がこれから行われていくという形になるか

というように思います。 

 ただ、工事がいつから始まるのかという

ことだと思いますけれども、それについて

はまだまだ分かっておりません。きちんと

詳細設計が出来上がって、用地が取得され

ていけば、工事は始まっていくものという

ように考えておりますけれども、それがい

つになるのかというのは、工事が実際着工

するのがいつになるのかというのはまだ

はっきり分かっておりません。 

 陸別と小利別の間、ここもまだ完成して

いませんので、まだ多分工事は引き続き行

われてくるということになれば、陸別まで

がある程度完成のめどが見えてくる頃にな

らないと、実際に工事がいつ頃始まるのか

というのが分からないのかなというように

思っています。 

 ただ、陸別が完成しなくてもこっち側着

手するよということがもしかしたらあるか

もしれませんけれども、そういう詳細なこ

とについてはまだ何も聞こえてきてはいな

いという状況であります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） それについては分

かりました。 

 それでは、次の質問をいたします。 

 この高速道路が完成したなら、観光振

興、物流の効率化、福祉、医療の充実、災

害時の代替ルート等が考えられますが、現

在我が町の一番の難題である人口減対策、

または移住・定住対策について、大きなメ

リットに期待するところでありますが、こ

れについて町長の所見を伺いたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 高速道路ができる

ことによって、足寄町が近くなるというこ

とが考えられるのかなというように思って

います。そういったことでいきますと、先

ほども言いましたように、足寄町で何か、

足寄町を目指していこうというようなこと

をやはりつくれば、先ほども言いましたよ

うに、日帰りでも来ることができるだと

か、遠くからでもですね、そういったこと

が可能になってくるのかなというように

思っています。 



― 17 ― 

 そういうことで、今後の足寄町のまちづ

くりという部分でも高速道路ができること

によって、３点目の質問の部分もあります

けれども、素通りされてしまうのではない

かというような御心配だとか、そういった

ことも以前よく聞かれていたところであり

ますけれども、そういうことがないよう

な、足寄町に来てもらえるような、そうい

うメリットというのをやはりきちんとつく

らなければならないのだというように思っ

ています。そういったところが、今後の課

題になってくるかなと、まちづくりの課題

にもなってくるのかなというように思うと

ころであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） それでは、次の質

問をいたします。 

 私はこの高速道路が開通することにより

大いに期待するところでありますが、半面

心配なところもあります。それは高速道路

が開通することにより、町なかを通らず、

高速道路上一直線に走り抜け、まちには寄

らずに今まで以上に町なかの客足が遠のい

てしまう現象が起きる可能性があるのでは

ないかというふうにも考えます。 

 高速道路が開通することにより、ドライ

ブインまたは商店街が閉鎖してしまったと

ころもあると聞いております。我が町もそ

のようなことのないよう、今から真剣に取

り組んでいかなければならないと考えます

が、これについて先ほど町長が言ってまし

たけれども、これについても所見を伺いた

いと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 足寄町のメリット

といった部分での話の中で、先走って答え

ている部分もありますけれども、以前は高

速道路ができることによって、札幌とつな

がることによって、ストロー現象といっ

て、地域の人たちが全部札幌に吸い取られ

ていくのではないかというような、そんな

御心配などもずっとあって、高速道路がで

きることによって、地域がまた衰退するの

ではないかだとかというようなことが言わ

れておりました。 

 そういうこともありますけれども、実際

例えば身近なところでいくと、音更の道の

駅だとか、高速道路のすぐそばであれだけ

のお客さんを集めることができているとい

うような状況ですとか、遠軽でしたかね、

遠軽も本当に高速道路のすぐそばに道の駅

があるのですけれども、あそこはスキー場

もあったりとか、いろいろなアクティビ

ティーというか、遊べるところもあるので

すけれども、そういうところも高速道路の

インターチェンジ降りたらすぐ道の駅が

あって、すごいお客さんがいっぱい来られ

ているというようなところがあったりと

か、高速道路ができたから人が降りない

か、みんな素通りしていくかというと、そ

うではないのかなというように思っていま

す。 

 先ほど申し上げましたように、ビジネス

ですとか、もう目的地が完全に決まってい

て、なるべく早くそこに行きたいなと思っ

ている人たちは確かに素通りするのかもし

れませんけれども、そういうビジネスだと

かではなくて、例えば観光だとか、そう

いったもので、いろいろなところでちょっ

と降りてみて、いろいろなまちもちょっと

見てみたいなとかと思われる方たちについ

ては、やはり魅力のあるものがきちんとあ

れば降りていただけるのかなというように

思っています。 

 もっと言えば、足寄町の足寄インターの

ところまで、あそこまでは高速道路ですの

で料金かかります。ですが、ここ足寄に降

りて足寄から先に行くということになると

料金かからないということです。北見方面

から来ると、北見方面から来て足寄までは

料金がかからないですとか、そういった

ちょうど境目のところにあるわけですか

ら、そういったことも利用しながら、うま
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く足寄に降りていただくという、そういう

ことができないかなというように思ってい

ます。 

 平成３年７月ですかね、高速道路が事業

再開になりますよという話ができたとき

に、まちの方から足寄町をパーキングエリ

アにしたらどうかと、足寄町内まち全体を

パーキングエリアにしたらいいのではない

のかと。ぜひ足寄に降りてもらってという

ことでお話がありました。そうではなく

て、ただ車止めてトイレに寄ったりだと

か、ちょっと休憩するだけではなくて、

サービスエリア化ということで考えてはど

うなのだろうかと。もっと足寄に降りても

らって、足寄で遊んだりだとか、食べたり

だとか、もちろん休息もしたりだとか、そ

ういうことができるまちにしたらどうなの

だろうかということで、そのときはお話し

させていただいて、ぜひそういうまちづく

りを、そういう形にしていってはどうなの

かということでお話をさせていただきまし

た。 

 商工会長さんだとかともいろいろとお話

をさせていただいて、ぜひまちに降りても

らう。足寄町を目的地にしてもらうと、そ

ういうことを考えていったほうがいいので

はないかという話で、先ほども申し上げま

したけれども、まちづくりネットワーク会

議をつくって、これは役場だとか商工会だ

とかだけではなくて、町民の方皆さんから

いろいろな御意見を頂きながら、そういう

まちづくりをしてはどうかということで会

議をつくっていただきました。 

 １１月２日にやっとできたのですけれど

も、これからいろいろな方たちに集まって

いただくような機会をつくって、それぞれ

の団体の長だけではなくて、若い人だとか

そういった人たちの意見、いろいろな意見

を頂きながら、この後まちづくりをどうし

ていくのか。足寄のまちの中に人をもっと

集まっていただくような、そういった取組

をしていったほうがいいのではないかと、

そういうことをこれから考えていきたいな

というように思っているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） 北海道横断自動車

道、十勝オホーツク道で高規格道路であり

ます。これについては、将来に向け、我が

町も大きく期待をするところであります

が、また一方では、心配な面も多々あろう

かと考えます。 

 最後に、町長の願い、それからまた思

い、それがあるとするならばお伺いをして

終わりたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） せっかく高速道路

が来るということになるわけですから、こ

のことをきっかけにまちづくりをどうして

いくのかというのをきちんと考えなければ

いけないのかなというように思っていま

す。先ほども言いましたように、足寄には

魅力的な資源はいっぱいあると思うので

す。里見が丘公園もそうですし、それから

ネイパルなどもそうですし、道の駅なども

そうですし、松山千春さんがいたりだと

か、それからちょっと離れますけれども、

雌阿寒岳ですとか、それからオンネトー、

それから放牧酪農牛乳だとかいろいろ、見

ても遊んでも、それから食べてもというよ

うなことでいくと、いろいろな楽しみが足

寄町に来たらありますよというのを、高速

道路ができることをきっかけにもっともっ

とアピールしながら、さらに今まであるい

ろいろな魅力のある資源を磨きをかけると

いうか、ですとか、もっと新たな魅力のあ

る資源を探していくだとか、そういったこ

とをまちの中で皆さんで、町民の方たち皆

さんで考えながら、それを実現していける

ような形になるといいなというように思っ

ているところであります。 

 そういった少しずつ会議もできてきてま

すから、そういう取組をこれからできれば
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なというように思っているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） これにて、私の質

問を終わります。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、７番木

村明雄君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番矢野利惠子君。 

（４番矢野利惠子君 登壇） 

○４番（矢野利惠子君） 通告に従いまし

て、一般質問を行います。 

 大型事業に係る町民アンケートについ

て。 

 今年、まちづくりに対する町民アンケー

トが実施されました。このような一般的な

考えや状態を調べることも必要ですが、具

体的にこのような事業を計画しているが、

どのようにすれば町民にとって必要で使い

勝手がよいかを聞くアンケートを実施する

べきです。 

 億の費用がかかる事業に対しては、設計

が出来上がってから何か質問はないかと聞

くのではなく、計画段階から町民全体を対

象に意見を聞くことはできないかお聞きし

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の「大型

事業に係る町民アンケートについて」の一

般質問にお答えします。 

 本町が実施する大型事業については、足

寄町のまちづくりの方向性を定める中長期

的な計画である総合計画の実施計画に計上

し、関係機関・団体の代表者、地域の代表

者、学識経験者で構成する総合開発審議会

に報告・諮問をし、御意見を伺っているほ

か、毎年議会に御報告しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響

により数年開催できませんでしたが、毎年

各地域においてふれあい懇談会を開催し、

町民の皆様から頂いた御意見を事業に反映

しております。 

 そのほか、大型事業実施の際には、計画

段階から関係各団体や主に施設等を利用さ

れる地域住民の皆様への説明会なども実施

し、意見聴取に努めていることから、大型

事業ごとに町民全体を対象としたアンケー

ト等の実施は考えておりませんが、今後も

広報あしょろやホームページ等を活用し

て、事業内容について周知を図るよう努

め、様々な機会を活用し、町民の皆様の意

見をお聞きし、事業に反映していきたいと

考えておりますので、御理解賜りますよう

お願いを申し上げ、矢野議員の一般質問に

対する答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 大型事業で直近

のものといえば、来年度着工する予定の特

別養護老人ホームがあります。特別養護老

人ホームについては、昔３０年ぐらい前に

増築改良したときに回廊型にしなければな

らないということで、そのときの設計費１,

５００万円を棒に振ったことがあるのです

ね。今回もそれを棒に振れとは言わないけ

れども、その当時町民の方に言われたの

が、「病院の３階、４階に特別養護老人

ホームを併設できないのだろうか。そうい

うふうにしてくれたらありがたい」と。こ

れ全町民を対象にした町長との懇談会に参

加して渡された町民アンケートの結果なの

ですけれども、町民が特に何について重要

に思っているか、それは医療についてで

す。年取ったら必ず具合が悪くなってお医

者さんの世話にならなければならない。そ

んなときに、救急者で運ばれなくても、す

ぐにお医者が来てくれて面倒を見てもらえ

る。そういうような特別養護老人ホームで

あってほしい。そのような考え方を狭い範

囲で言っていても、多分出てこないと思

う。私も３０年前にこれを言われて、将来

的にはこういうふうにしたら安心して特別

養護老人ホームに入居できるねと、そう
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だったのですよね。 

 今後この予算が上がってきて、それに反

対するということにはならないかもしれな

いけれども、ただ本当に将来的に病院と老

健施設、特別養護老人ホーム、これを一体

化していくような、そういうことを考えて

もらえないだろうか。それをお聞きしま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 特養のお話でござ

います。 

 来年度、今実施設計をやって来年度工事

が始まるという予定になってございます。

そういったことで考えていきますと、特別

養護老人ホームを病院の３階、４階だとか

に、３階も４階もありませんけれども、そ

ういったところにつくるということ自体は

やはり難しいものというように考えており

ます。 

 それは、例えば病院と特別養護老人ホー

ムをちょうど同じ時期に建て替えがありま

すよというような時期であれば、そういう

こともできるのかなというように思います

が、そういう実施の設計の段階で３階、４

階だということであれば、もう病院も特養

も建て替えますよということでやるのだと

すればできないことはないのかもしれませ

んが、現状の中で国保病院があり、そして

その上に３階、４階つくって、特別養護老

人ホームを増築しますみたいな形になる

と、今の１階、２階の部分にさらにまた大

きなものが上にできるわけですから、多分

構造的に今の１階、２階がきちんともつの

かだとか、それから併せて工事がきちんと

できるのかだとか、そういったことを考え

ていくと、今の段階でそういうことは

ちょっと難しい、難しいというかできない

ということになるかなというように思いま

す。建築の専門ではないので、物すごいお

金かければできるのかもしれませんけれど

も、多分できないというように思っていま

す。 

 だからそういう部分でいくと、本当にま

ちの中、これからの医療、福祉をどう考え

ていくのかだとかという考えの中で、病院

も建て替えなければならない、特養も建て

替えなければならない、そういう時期のタ

イミングといいますかね、そういったとこ

ろでやるとすればいろいろな、今言われた

ようなお話なども一つの方法として考えら

れるかもしれませんが、現状来年工事が始

まるという特別養護老人ホームをどうしよ

うかといった中では、病院の３階、４階に

というのはできないというように思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 私は古い家を直

して安く貸し出すという仕事をしているの

ですけれども、土台が腐っていたらもう

ジャッキアップして土台を取り替える。 

 町立病院、周りに鉄骨で補強してやれば

幾らでも３階、４階につくることはでき

る。または駐車場に支柱を立てて、１階は

平地の部分はそのまま駐車場にして、２

階、３階に特別養護老人ホームをという、

その工法もできると思います。 

 現在、前に渡された特別養護老人ホーム

に係るお金、土地代も含めたら２７億６,０

００万円以上もかかる。こんなにかけたら

本当に幾らでも耐震補強して、病院の３

階、４階につくることもできるし、駐車場

の２階、３階につくっていくことも可能だ

と思います。実際にそれをやった計算はし

てはいないけれども、ここまでかけるな

ら、まずどんな建物もできると思います。 

 そういうことはアンケートをやって、い

ろいろな多様な人の意見を聞いてこそ出て

くるのであって、やはり狭い範囲で話して

いたら、その考えは出てこない。だから、

こんなふうに２７億６,０００万円以上もか

かる、そういう施設については、広く町民

にアンケートを取ったらいいのではないか
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ということを言っているので、そこをお尋

ねしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 広くいろいろな町

民の方たちから御意見を頂くといった部分

でいきますと、先ほども申し上げましたよ

うに、いろいろな形で御意見を頂いてきて

いるところであります。 

 そういう形で、今後の大型の事業、多分

足寄町でいくと、特別養護老人ホームなど

も最後の大型事業になるのかなというよう

に思ってますけれども、大型事業をこれか

らやっていく場合も含めて、今までもいろ

いろな町民の方たちから御意見を頂いてい

るというのは間違いなくやっているところ

でございます。 

 先ほど申し上げましたように、特別養護

老人ホームを来年、今実施設計をやってい

て、来年工事を進めるというところでいけ

ば、矢野議員さんがおっしゃられるような

形で３階、４階にというようなことは、こ

れはちょっと難しい。多分、２７億円だと

かそのぐらいかけたらできるのではないか

というお話ですけれども、それは多分難し

いだろうというように思っています。建築

費用は非常に高くなってきて、こことりわ

け二、三年ぐらいの間で物すごい上昇して

きています。そういうことで考えていって

も、仮に３階、４階に鉄骨組んできちんと

補強しながらきちんと建てていきますよと

いっても、多分２８億円だとかそのぐらい

のお金ではできないというように私は思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） いや、私はでき

ると確信していますけれども、工学部だっ

たので、その設計はどんなふうにでもいろ

いろなものをつくってやっていくことがで

きる。けれども、やれないというならどう

しようもないのですよ。実際にこれだけか

かりますよという、その設計費用を出すに

もお金がかかるから、そこまでは私もでき

ていないので。 

 それで、これは平成３０年に各都道府県

知事宛てに厚生労働省からの通達で、病院

と老人保健施設や特別養護老人ホームを併

設するに当たって、このようにしなさいと

いうのがあるのですよね。例えば病室と居

室を一緒にしてはいけない、別々に区切ら

なければならない。だから病室は病室、居

室は居室ときちんと区切ってやれば、病院

の中に老人保健施設をつくることもでき

る。そういうふうに大がかりな何十億円も

かかるような工事が無駄だというなら、こ

ういうふうにして病院に老健施設を追加し

ていく、転用していくということを考えて

いただきたいなと思いますが、その点につ

いてお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 現状でいきます

と、今の国民健康保険病院の中に例えば区

切って老健施設をつくれというようなお話

なのかなというように思うのですけれど

も、その部分についてもいろいろと今まで

検討してきた中では、やはり今の病院の中

で、例えば２階が全体的に病室になってい

て、そこをどこかで区切って老健施設と病

室と、居室と病室ですね。そういう形に区

切ってだとかというのは、やるとすればま

たかなりの費用が、中身を多少やはり直さ

なければなりませんし、大分費用がかかる

なというように思っています。 

 それと、施設の規模でいきますと、病院

で今６０床です。もちろん全部が全部、今

入院患者さんが入っているかというと入っ

てはいないわけですけれども、今の病院の

６０床を、例えばそれを削って老健施設を

またその中にというようなことについて

は、そんな簡単にできるものではありませ

んので、今できるできないという話も含め

て、厚労省から来ているそういう通達もあ

るかもしれませんけれども、では現実国民
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健康保険病院をそういう形でできるかとい

うと、やはりこのあたりは難しいのかなと

いうように思っていますし、将来的にわ

たってはどうなるか分かりませんけれど

も、現状の中では難しいかなというように

思っています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 取りあえず、例

えば私の知り合いにもいろいろな審議委員

になっている人がいるけれども、全然自分

たちの意見が反映されない。つまりもうあ

らかじめ役場で案を出してきて、これにつ

いて賛成を取ると、そういうようなやり

方、真っさらな状態で、さあどうしようか

ということにはなっていないと。あらかじ

め必ず役場のほうで案を出してきて、それ

に賛成を取るというような、ちょっと意見

を加える、そんなことしかできないのだ

と、そういう話を聞いていますので、そこ

を改良してもらいたいなというのが私の希

望です。 

 本当にいろいろな審議委員会で話しする

ときには、あらかじめこうだというのを

持っていくのではなくて、どういうふうに

したらいいのかを最初から聞くという、そ

の形にしてもらいたいなと。 

 この病院についても、たとえ将来的に３,

６００人になろうと、入院設備のある町立

病院は決してなくしてはいけない。そして

その町立病院がみんなにとって本当に頼れ

るところになるためにはどうしたらいいの

かということは、やはりみんなの意見を聞

いてもらいたいと思います。 

 今後のことについても、どういうふうに

したら使い勝手がいいのかということを聞

く機会をもっとたくさん設けてほしい。町

民アンケートを実施してほしい。それが私

の願いですが、それについて将来的に考え

ていっていただけたらありがたいと思うの

で、それについての町長の答弁をお願いい

たします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 審議委員会だとか

いろいろな形で意見を聞く機会がございま

すが、基本的にはどういう、ある程度の方

針みたいなものはやはりないとなかなか話

ができなくて、全くさらな真っ白な中で、

さあどうしましょうということで集まって

いただいても、なかなか話になっていかな

い部分もあるのかなというようには思って

おります。ただ、審議委員会の中でいろい

ろな案が例えば町からも出たとしても、い

ろいろと御意見いただくことは可能であり

ますから、そこでもう案が決まっていて、

ただ意見言っても変わらないのだからとか

ということで、意見を言わないだとかとい

うことにはやはりならないだろうと思いま

す。それはきちんとやはり意見反映をして

いただくことによって、計画としてあるに

しても、その中で例えばどう変えていった

ほうがより町民の方たちに満足度が高まる

のかだとか、そういったことは当然町とし

てもこれが計画なのだからこれで行きます

よということではなくて、そうやって審議

会をやるわけですから、その中でいろいろ

な意見を頂きながら、最終的に計画にその

ままなるかもしれませんけれども、いろい

ろと意見を頂いて、その中で少しずつ修正

をかけたりだとかしながらやっていくとい

うのが審議会でありますので、せっかく出

席していただいても、言っても無駄だから

ということで言わないというようなことに

はやはりならないかなというように思って

おります。 

 ですから、ぜひいろいろな形で意見をぜ

ひ町民の皆さんから頂く、せっかくのそう

いう機会でありますから、ぜひお願いをし

たいなというように思っております。 

 あと、アンケートにつきましては、いろ

いろな形で住民の方たちの意見を頂いてい

るというのは、先ほども一番最初に申し上

げたとおりでありますから、住民アンケー
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トが必ずやらなければならないということ

ではないのかなというように思っていま

す。いろいろな案件案件によって、アン

ケートが必要になったりだとか、それから

いろいろな広く町民の方たちから意見を頂

くといった部分がパブリックコメントだと

か、そういう制度もありますので、アン

ケートが絶対ということではないというよ

うに思っています。いろいろな形で住民の

方たちの意見を聞きながら、よりよい施策

を進めていくということにさせていただき

たいというように思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） よろしいですか。 

○４番（矢野利惠子君） はい。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、４番矢

野利惠子君の一般質問を終了いたします。 

 昼食のため、午後１時まで休憩といたし

ます。 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 次に、１番早瀬川恵君。 

（１番早瀬川恵君 登壇） 

○１番（早瀬川恵君） ただいま議長より

許可を頂きましたので、通告書に従い質問

をさせていただきます。 

 帯状疱疹ワクチン接種に対する助成につ

いてお聞きします。 

 帯状疱疹は、６０歳代を中心に５０歳代

から７０歳代に多く生じる病気で、日本人

では８０歳までに約３人に１人の割合で発

症し、５０歳以上の人が患者全体の約７割

を占めております。また、疲労やストレス

などによって、２０歳代から４０歳代の発

症率も近年増加傾向にあると言われていま

す。 

 この病気はほとんどの人が持っている水

痘・帯状疱疹ウイルスによって起こり、幼

少期に水ぼうそうにかかったことがある人

なら誰でもかかる可能性があります。 

 症状はちくちくした痛みに続き、体の左

右どちらか一方に赤く小さな水膨れを伴う

発疹が帯状に現れ、激痛を伴うことが多

く、かかった人の約２０％が帯状疱疹後神

経痛になる可能性があると言われていま

す。 

 帯状疱疹の予防にはワクチンが有効であ

り、従来からある生ワクチンのほか、近年

には不活化ワクチンが開発され、より効果

の高いデータも出ています。 

 ２０１８年４月に、幌延町が全国で初め

て生ワクチンの接種助成を開始してから、

近年公費助成を実施する自治体も増加傾向

にあります。 

 健康寿命延伸のために、本町においても

ワクチン接種に対する助成を行うべきと考

えますことから、以下の点について町長の

御所見を伺います。 

 １点目に、帯状疱疹ワクチンの効果につ

いてどのようにお考えか。 

 ２点目に、町内における帯状疱疹患者の

状況（国民健康保険及び後期高齢者保険加

入者）。 

 ３点目に、道内ほか自治体における帯状

疱疹ワクチン接種に対する助成の状況は。 

 ４点目に、帯状疱疹ワクチン接種に対す

る助成についてのお考えは。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 早瀬川議員の「帯

状疱疹ワクチン接種に対する助成につい

て」の一般質問にお答えします。 

 １点目の「帯状疱疹ワクチンの効果につ

いてどのように考えているか」ですが、帯

状疱疹ワクチンを接種することで、発症予

防や重症化予防が期待できることや、ワク

チンの持続効果期間も５年から１０年と言

われていることから、有効な手段であると

考えております。 

 ２点目の「町内における帯状疱疹患者の

状況」ですが、病名にて患者数を調査する
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ことはできませんので、御理解願います。 

 ３点目の「道内自治体における帯状疱疹

ワクチン接種に対する助成の状況」です

が、道内では８月時点で３０市町村がワク

チン接種に対する助成を実施しており、う

ち十勝管内では２町が助成を行っていま

す。 

 ４点目の「帯状疱疹ワクチン接種に対す

る助成についての考え」ですが、現在、厚

生労働省のワクチン分科会において、帯状

疱疹ワクチンの定期接種化を検討している

ことから、本町におきましても、国、道の

動向や道内及び管内の他自治体の助成状況

を踏まえて、ワクチン接種に対する助成に

ついて検討してまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りますようお願いを申

し上げ、早瀬川議員の一般質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） それでは、再質問

をさせていただきます。 

 先ほど町長から町内における帯状疱疹患

者の状況についての御答弁があり、人数に

ついては把握できないとのことでした。 

 それでは、現在町内には三つの医療機関

がありますが、代表して国保病院の事務長

さんにお聞きしたいと思います。 

 具体的な人数までは今分からなければ結

構ですが、印象として近年の帯状疱疹の患

者さんの状況について、どのように捉えて

おりますでしょうか。現場の方からでも結

構ですので、何か聞いておりましたら、ま

ずは教えていただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、

答弁。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えさせていただきます。 

 当院におけます直近１年間の実態なので

すが、帯状疱疹の診療人数が外来、入院合

わせまして３９名となっております。うち

入院中の患者さんの治療として５名、帯状

疱疹の治療目的で入院されたという方がい

らっしゃいまして、これは１名、残りが外

来患者さんということで３３名というふう

に聞いております。 

 過去３年間でいきますと、おおむね大体

年間３０人台ということで当院では推移し

ているようです。 

 私の感覚としては、ここ数年よく見聞き

するのかなというふうに感じております。

特にたまたま２か月前ぐらいですか、私の

知り合いの方で当院に入院されていた方が

いらっしゃいまして、その方は顔のほうに

症状が出たということで、今もちょっと後

遺症に苦しんでいるというようなこともお

聞きしております。 

 当院のドクターのほうにこの要因を聞い

てみました。そうすると、高齢化に伴って

免疫力が低下しているということが１点

と、あと抗がん剤治療等でこちらも免疫力

が低下しているという方がよく患者さんと

して出ているのではないかというふうなこ

とを伺っております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） ありがとうござい

ました。 

 足寄町には三つの医療機関がありますの

で、合わせると多数の方が帯状疱疹でつら

い思いをされているというふうに思います

し、非常に多い病気であることは間違いな

いというふうに感じました。 

 次に質問です。 

 町民からの帯状疱疹に関する問合せはあ

りますでしょうか。あれば、その内容をお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、

答弁。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えさせていただきます。 

 問合せということでありますが、具体的

な内容までは承知はしておりませんが、受
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診の際にお電話で看護師のほうにそういっ

たような電話相談というか、そういったこ

とがあったのではないかなというふうに推

察するところであります。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） では、帯状疱疹ワ

クチンは現在２種類のワクチンがありま

す。そのうち、不活化ワクチンは２回接種

を受けると１０年以上の免疫効果が期待で

きるとお聞きしております。しかしなが

ら、接種費用が高額なため、これが足かせ

となって接種に二の足を踏むケースがある

ようです。 

 そこでお尋ねいたしますが、町内の医療

機関で帯状疱疹ワクチンを接種する場合、

医療機関によって金額に違いはあると思い

ますが、大体どのぐらいの費用がかかるで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長、

答弁。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えさせていただきます。 

 他の医院については存じ上げてないので

すが、当院のところでいきますと、帯状疱

疹ワクチンとしてシングリックス筋注用と

いうのがございまして、これが令和５年度

の料金で２万２,３００円、これ１回なので

すよね。なので２回打たなければならない

ということでこの倍がかかるということに

なります。 

 また、水痘ワクチンでいきますと、令和

５年で７,５９０円ということになってござ

います。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） 今金額をお聞きし

たのですけれども、こちら自己負担となり

ますと、とても高額な費用となりますし、

発症後の治療や後遺症の治療にも費用がか

かります。また、働く世代であれば休業に

よる経済的損失も考えられますので、でき

るだけ町民の負担を減らしていただけるよ

う御検討していただきたいと思います。 

 次に、やはり何においてもまずは正しい

情報提供が大切であるというふうに考えま

す。広報紙や町のホームページ、啓発用チ

ラシなどを活用した周知はもちろんのこと

ではありますが、さらに一歩前進して、町

民出前講座や講演会の開催、老人クラブな

ども含め直接地域に足を運んで、予防知識

等の啓蒙・啓発をすることも効果的な取組

の一つではないかと思いますが、今後行っ

ていく考えはあるかについてお尋ねいたし

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 答弁させてい

ただきます。 

 出前講座等の部分につきましては、要望

がございましたら開催をすることは可能で

ございますけれども、今言われましたワク

チンの部分だとかにつきましては、接種の

補助も含めまして今後検討させていただき

たいと思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） ありがとうござい

ます。 

 要望がありましたらということだったの

ですけれども、ぜひ周知していただきたい

というふうに願います。 

 続いて、現状やニーズなどの実態を把握

することは大変効果的ではないかと考えま

す。例えば老人クラブなどにアンケート調

査を依頼するなどして、ワクチン接種の必

要性を把握し、その結果を踏まえて、具体

的な助成の在り方について検討することも

大切だと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ニーズ調査だとか

ということでありますけれども、なかなか

今まで帯状疱疹についての知識を十分に町

民の人たちに周知する機会だとか、そう



― 26 ― 

いったものが今までなかったということな

のだというように思いますけれども、今後

老人クラブですとか、そういういろいろな

機会を捉えて、そういう帯状疱疹だけでは

なくて、いろいろな病気の知識だとかも含

めて、そういう機会があるところで周知を

していく、そういったことを取り組むよ

う、今までやってませんでしたので、今後

検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） 前向きに検討して

いただけるというふうに受け止めました。

よろしくお願いいたします。 

 帯状疱疹ワクチンは予防接種法に基づ

き、町が実施する定期接種ではなく、希望

者が各自で受ける任意接種の位置づけで

す。インフルエンザ予防接種は町として既

に助成を行っております。インフルエンザ

予防接種は毎年のことですが、帯状疱疹ワ

クチンに関しては、２回受ければ１０年以

上の効果が期待できるものです。５０歳以

上の希望者が少しでも接種しやすい環境を

整備するためにも、そして子育て支援の充

実だけではなく高齢者にも優しいまちづく

りへの取組の一環として、帯状疱疹ワクチ

ン接種に対する町の助成について、ぜひと

も前向きに検討していただきたいと強く

願っておりますので、再度このことについ

て町長から御答弁を頂きたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 帯状疱疹について

ということで、最近テレビなどでもたまに

帯状疱疹のコマーシャルというのか、流れ

たりとかするのを見たりとかしておりま

す。今まであまり私自身もそんなに自分も

感染というか発症してないという部分など

もあって、あまり関心を持ってなかった部

分もありますけれども、多くの人たちが発

症する可能性があるということで、言って

みれば人ごとではないのかもしれないなと

いうように感じているところであります。 

 また、年間でいけば３０人くらいの方が

そういうことで発症されたりとかしている

ということでありますし、またその後後遺

症みたいなものが残るかもしれないという

ようなことも今お話がありました。そう

いったことで考えますと、今後の部分でい

きますと、やはりそういうワクチンが非常

に有効だということであれば、そういうこ

とも考えられるのかなというように思って

おります。 

 最初に申し上げましたけれども、国でも

定期接種化の検討だとかをされているとい

うようなことも聞いておりますので、国で

すとか北海道、それから他市町村などの状

況なども踏まえながら、今後に向けて検討

させていただきたいなというように思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １番早瀬川恵君。 

○１番（早瀬川恵君） ありがとうござい

ます。 

 特にこの病気は高齢者に発症するリスク

が高く、高齢者にとっては激しい痛みに苦

しむとても怖い身近な病気ですので、ぜひ

急ぎの対応を進めていただきたいと思いま

す。 

 最後に、今後国に対して帯状疱疹のワク

チン定期接種化の早期実現について、強く

要望していただくよう、また町としてもで

きることを早急に進めていただくよう、お

願い申し上げ、一般質問を終わらせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１番早

瀬川恵君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１０番進藤晴子君。 

（１０番進藤晴子君 登壇） 

○１０番（進藤晴子君） 議長のお許しを

頂きましたので、通告書に従い一般質問を

させていただきます。 

 件名、地域包括ケアシステムの現状と課

題。 
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 足寄町は、平成２２年より地域包括ケア

システム「医療と介護、保健、福祉の連携

システム」の構築を推し進め、医療機関の

役割分担、介護では高齢者等複合施設むす

びれっじを建設するなど、居宅生活を支え

てきています。令和７年には新しく特別養

護老人ホームを完成予定であり、安心して

暮らせるまちづくり体制は整ってきている

ようです。 

 しかし、当町は６５歳以上高齢者人口の

ピークは過ぎたものの、今後、高齢者を支

える世代が急激に減少すると見込まれてい

ます。また、しばらくは要介護認定者数が

増加していく見込みです。 

 「いくつになってもひとりになっても安

心して暮らせる愛のまち」、高齢者を地域

で支える協働のまちづくりをどう進めてい

くのか。地域包括ケアシステムの現状と課

題を伺います。 

 １、医療職・介護職・ほかボランティア

等の人材不足の現状。 

 ・足寄町国保病院の医師・看護師・ほか

医療従事者。 

 ・各福祉施設の介護福祉士・ケアマネ

ジャー。 

 ・生活支援コーディネーター・ボラン

ティア。 

 ２、足寄町国保病院と介護施設の連携状

況。 

 足寄町国民健康保険病院、特別養護老人

ホーム、ケアハウス、介護老人保健施設、

認知症グループホーム、むすびれっじ。 

 ３、地域包括支援センターの配置職種と

人数・業務内容。 

 ４、介護予防・生活支援の現状。 

 ・訪問型サービス。 

 ・通所型サービス。 

 ・介護予防ケアマネジメント。 

 ・地域リハビリテーション活動支援事業

等です。 

 よろしくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 進藤議員の「地域

包括ケアシステムの現状と課題」の一般質

問にお答えします。 

 １点目の「医療職・介護職・他ボラン

ティア等の人材不足の現状」についてです

が、足寄町国民健康保険病院における医師

及び医療技術者は、現在おおむね充足して

いる状況にありますが、看護職は依然とし

て慢性的な人手不足の状況が続いておりま

す。そのため、様々な方法により採用活動

を行っているところであり、引き続き医療

人材の安定的な確保に向けた取組を進めて

まいります。 

 次に、各福祉施設の介護福祉士やケアマ

ネジャーについてですが、介護福祉士等の

介護人材不足に伴う人材の確保は全国的な

課題であり、本町においても常時求人募集

をしている事業所があるほか、町内のケア

マネジャーだけで対応できないため、町外

の事業所に対応いただいているケースもあ

ることから、慢性的な人材不足は否めない

状況となっております。 

 生活支援コーディネーターにつきまして

は、本町ではＮＰＯ法人に委託しコーディ

ネーター１名を確保しており、地域活動へ

参画し地域住民のニーズ把握等をしていま

す。 

 また、介護支援ボランティアにつきまし

ては、社会福祉協議会に委託し、ボラン

ティアの登録や活動支援等を行っています

が、新型コロナウイルス感染症の感染防止

のため、福祉施設等での活動を制限せざる

を得なくなり、活動の場の減少に伴って活

動者数も減少している状況となっておりま

す。 

 ２点目の「足寄町国保病院と介護施設の

連携状況について」ですが、いくつになっ

てもひとりになっても安心して暮らせるよ

う、医療と介護、保健、福祉の連携システ

ムを推進しており、国保病院は町内唯一の

有床病院として、各介護施設との連携は重

要であると考えております。 
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 連携の現状ですが、一例として、毎週１

回、地域包括支援センターと特別養護老人

ホームの職員が国保病院のカンファレンス

に参加し、特別養護老人ホーム入所者が治

療完了後に施設へ戻る際、病院との情報共

有をすることで、入所者の適切な支援へつ

なげるようにしています。 

 また、むすびれっじにつきましては、国

保病院退院後、自宅で生活することが不安

な方がいた場合に、国保病院と施設が連携

して、一時的にむすびれっじの生活支援長

屋を利用し、その後自宅へお戻りいただく

ための支援を施設設置当初から継続して

行っております。 

 なお、後日行政報告をさせていただきま

すが、本町の介護事業の一翼を担っていた

だいている介護療養型老人保健施設あづま

の里が令和６年３月末日をもって廃止する

こととなったことから、本町としまして

も、利用者の転所等について、あづまの里

と情報を共有し、連携を図りたいと考えて

おります。 

 ３点目の「地域包括支援センターの配置

職種と人数、業務内容」についてですが、

現在は保健師２名と主任介護支援専門員１

名、理学療法士１名、認知症予防支援員１

名、介護予防支援員１名の計６名となって

います。 

 主な業務内容といたしましては、介護予

防サービスの計画書を作成するケアマネジ

メント業務、各種団体や老人クラブ等で健

康教育や健康相談を行う一般介護予防事

業、介護認定や介護保険サービスに関する

こと等の各種相談に応じる総合相談、要介

護認定の新規申請やサービス未利用者等の

認定更新に伴う要介護認定調査、認知症に

関する正しい知識の啓発や行方不明になっ

た高齢者の速やかな発見・保護の対策を行

う認知症支援事業のほか、権利擁護事業、

ケアマネジメント支援事業、在宅医療介護

連携事業、地域ケア会議等となっていま

す。 

 ４点目の「介護予防・生活支援の現状」

についてですが、町内においては、訪問型

サービスとして足寄町社会福祉協議会が介

護支援や家事支援のサービスを提供してお

り、年々需要が高まっている状況ですが、

ヘルパーの人員が限られていることから、

介護度の高い方を優先するなど調整をして

います。 

 通所型サービス、いわゆるデイサービス

事業につきましては、要支援認定者は外出

の機会や交流を目的とし、要介護認定者は

入浴や排せつ介助などの身体的介助の支援

を目的としており、近年の利用者は横ばい

となっておりますが、町内においては事業

所の受入人数が限られていることから、優

先度を勘案して受入れしている状況となっ

ております。 

 介護予防ケアマネジメントにつきまして

は、要支援段階の方などが受けることがで

きるサービスを、適切に提供されるようマ

ネジメントを行うもので、地域包括支援セ

ンターが担っており、近年では軽度のサー

ビス利用者が増加傾向にあります。 

 地域リハビリテーション活動支援事業に

つきましては、地域包括支援センターに配

置している理学療法士が地域の自主活動グ

ループ等への活動支援等を行い、地域の介

護予防の促進を図っております。 

 本町における６５歳以上の人口のピーク

は過ぎましたが、８５歳以上の高齢者人口

は令和１７年まで増える見込みであるた

め、今後さらに医療人材、介護人材の確保

が重要となってまいりますが、地域で高齢

者を支える仕組みも必要であると考えてお

りますことから、関係機関と連携し、安心

して暮らせるまちづくりに努めてまいりま

すので、御理解と御協力を賜りますようお

願い申し上げ、進藤議員の一般質問に対す

る答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 １０番進藤晴子君。 
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○１０番（進藤晴子君） では、再質問を

させていただきます。 

 今回この質問をするに当たって、足寄町

も第７次計画を今策定中、そしてこのピン

クの足寄町の高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画というのが令和３年度から５年

度ということで、今評価をされている段階

とお伺いしております。ということで、ほ

とんどまちの地域ケアシステムのハードと

ソフトでいえば、箱物のハードは出来上

がってきていると、私は感じまして、では

今回は中身はどうなのだろう、町民の意識

はどうなのだろう、そういうソフト面での

質問を私は考えておりましたが、急遽三意

会の老健が閉じるというお話をいただきま

して、まずは今後の質問の内容に関わって

まいります。先にそちらのほうを質問させ

ていただいて、議長、よろしいでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君） はい、大丈夫で

す。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。 

 では、質問させていただきます。 

 三意会が３月に閉じるというお話を先週

聞きまして、報道にも載りました。町長の

お話も載っております。町は一人一人の入

所者さんが困らないように対応していくと

述べられております。大変大事なことで、

今一番それが大事なことなのかもしれませ

ん。なので、具体的に今現時点、どのよう

にお考えになっているのか。どのように

フォローしていこうと思っていらっしゃる

のか、決まっていること、お考えをお聞き

したいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今進藤議員からお

話あったように、老健あづまの里が来年３

月末をもって廃止をするということになり

まして、新聞報道でもきっと御覧になって

いる方が多くいらっしゃるだろうというふ

うに思っております。その中で、３月に老

健がなくなり、そこで今四十六、七人ぐら

いの方が入所されているということであり

ますから、まずは一番大事なのは今入所さ

れている方たちがこの後老健が、あづまの

里が廃止になった後どうなっていくのかと

いうところがやはり一番大事なところかな

というように思っております。 

 新聞等でもきっと御覧いただいていると

いうように思いますけれども、あづまの里

さんのほうで基本的に四十六、七名ぐらい

の方たちが次にどこに入所なり入院なりで

きるかという、そういう枠を基本的には確

保しているということで聞いております。 

 家族の方たちと老健が廃止になるという

ことで、その説明をされるという話もして

おりますので、多分今入所されている方た

ちの状況というのは、一番把握されている

のはあづまの里さんの施設のほうであると

いうように考えておりますので、基本的に

はあづまの里さんの施設のほうでその人そ

の人に合った次の施設というのを考えてい

ただけるというように思っております。 

 ただ、そういう中で一定程度枠がきちん

と確保されているので、今後の次の老健な

り、何か違う病院なりというようなところ

に入所がされていくのだろうというように

思ってますけれども、その中でやはりそう

いうところでなくて違うところを希望され

るような方たちがもしかしたらいるのかも

しれないなというように思っております。

そういう方たちについては、やはり町もき

ちんと一緒に相談に乗りながら、次の施設

がどういうところがいいのか、家族の方た

ちですとか、実際入所されている方、それ

から今状況を一番よく知っている施設の

方、そういった方たちときちんと話をしな

がら、次の入所されていく、そういった方

たちの支援というのを一緒に相談しながら

やっていこうというように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子



― 30 ― 

君。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。 

 枠は取ってある。新聞の報道を見まして

も、確かに枠は取っていらっしゃる。さす

がだなと。４６人の枠をいろいろ頼んで、

入所されている方というのは介護だけが必

要な人、でもあそこは老健ですので医療ケ

アが必要な人、それが引き受けてくださる

ところ、病院なのか施設なのか、その辺の

ことを踏まえた上でベッド数だけは確保し

たというのはさすが三意会さんだなと、私

は本当に思いました。 

 先に感謝申し上げたいのは、この１２年

介護事業が国が診療報酬、介護報酬アップ

ダウンする中で、町から援助を受けながら

もこの１２年間頑張ってやってこられたと

いうのは、本当に敬意を表するところであ

り、本当に感謝申し上げたいと思った上

で、今回この話がなったときに、いや大変

だろうなと。一人一人の人と施設、病院を

結びつけるというのは結構大変な業務にな

ると思います。 

 このお話を受けたときに、その中でも

ベッドは確保している、すばらしいなと思

いながら、たまたまそこの説明を受けた方

のお話を聞くことができました。一人一人

違うとは思いますが、その方はある程度の

医療ケアの必要な親御さんがいらっしゃっ

てという話で、３件ぐらいの病院をどうで

すかということで提示されましたと。た

だ、そこで自分の親が移るときに、移った

ときに、どのぐらいのお金がかかるのか。

そこでどういうサービスが受けられるの

か、具体的なことを提示してもらえないと

判断に苦しむと。高齢者の方がもちろん多

いので、身内も高齢者の方も多いと思いま

す。たまたま若い方であったにしても仕事

をしております。そして、この暮れです。

１２月の年の瀬になって、さあ１週間以内

に返事をくださいと言われましたと。そう

言われても動けないです。なので、安心し

たと同時に、これは大変なことなのだなと

いうのは私は感じました。 

 町は一人一人にフォローしていくという

ことなので、ましてや町はいろいろなお話

を聞いていたわけですよね。去年の春から

相談を受けていた、そういうこともあり得

るということで、相談を受けていたという

ことなので、こうなることを見据えた上で

の対応策というのは、今考えてなかったの

かどうか。その辺もちょっと私お聞きした

いところです。お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 基本的にはやは

り、先ほども言いましたけれども、入所さ

れている方たちの状況を一番よく分かって

いるあづまの里さんが一番いいところを紹

介をし、そして家族の人たちとお話をしな

がら決めていくということになるのかなと

いうように思っています。 

 そういうことで、一定の四十六、七人ぐ

らいの方がいらっしゃるということですか

ら、一人一人のお話を例えば聞いたりして

も結構次のところを決めていくということ

は大変なことで、町のほうでもいろいろと

相談を受けたりしても、簡単にすぐに、で

はここだとか決まっていかないということ

もいっぱいあるのかなと思っています。そ

ういったことも含めて、４７人もいらっ

しゃるわけですから、その方たち一人一人

を次の適切な場所に転院なり転所なりして

いただくというのは大変なことだというよ

うに考えておりまして、町としても一定の

短期間でそういうことができるかどうかと

いうのは非常に不安に思っていたところで

あります。 

 今回、１２月にそういうことでお話が

あって、来年の３月までということで３か

月間の中でそういう動きをしていかなけれ

ばならないということで、この３か月とい

うのも結構あるようでないというか、長い

ようで結構短くて、実際四十六、七人もい

るとすれば大変なことなのだなというよう
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には思っているところであります。 

 町としてはもう少し長い期間を見なが

ら、そういうことができたらいいのかな

と、ソフトランディングという言い方もど

うかなとは思いますけれども、一定の期

間、もうちょっと取ってやれないかなとい

うようなこともちょっと考えたりもしてお

りましたけれども、やはり施設とも相談し

た中で、この３か月間の中で何とか、３か

月というか、そうですね、１２月今月話し

して１、２、３ですから、３か月ちょっと

ぐらいの間でそういったことを決めていか

なければならないといったところは非常に

大変な部分なのかなというふうに、町とし

ても感じているところでありまして、全て

の人たちということではなくて、人によっ

てはうまく次の施設に移動ができるかもし

れないし、そうではなくて、なかなか次の

施設を決めるのは大変だなという人たちも

やはりいるかもしれないというところで、

簡単に決まる人たちはきっともってあづま

の里さんと家族の方たちで話しすれば次に

というように決まっていくのだろうと思い

ますけれども、決まっていかないところだ

とかという、ちょっと考えなければならな

いなという人たちの部分については、町と

しても相談だとか乗ったりすることはやは

り必要だろうというように考えているとこ

ろであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ３月までの短い

か長いか、その期間を有効に使ってやって

いかれるということですけれども、もう１

週間以内に答えを出してほしいというよう

な、本当にそうだったかは分かりません。

そういうお話だったので。せっぱ詰まって

いる人が中にいるのですよね。そういう人

の窓口というのは設けてもらえないので

しょうか、取りあえずです。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） １週間以内とかと

いうところはちょっと私どもでは把握して

いない部分ですので分かりませんけれど

も、この後三意会さんの中でも、さっきも

言いましたように家族の方たちといろいろ

相談しながらというところですけれども、

その中で町にも少し相談したいだとかとい

うことになれば、窓口ということでいけば

今までも含めて福祉課のほうで相談に乗っ

ておりますので、相談については福祉課の

ほうで相談をさせていただくということに

なるというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 誰に相談もできないような人が中にはお

ります。一人で親御さんを見ていらっしゃ

る方もいます。そんなときに、一方的に言

われたと感じてしまうような状況だと思い

ます、そうではないかもしれないのですけ

れども。そういう場合には福祉課のほうに

行って、まずは相談してほしいということ

でお伝えしてよろしいですね。はい、分か

りました。ありがとうございます。 

 では、その４６人、新聞報道でも４６人

と出ておりましたが、その中で足寄町内の

入るところは多分国保病院か特別養護老人

ホームかとなるのですけれども、何人か決

まっていらっしゃる方いますでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 老健ですから、次

の施設ということになると国保病院か特養

かというような話になるかというように

思っておりますけれども、今段階でそうい

う方たち、あづまの里に入所されている方

たちが特養ですとか病院だとかに入るだと

か、そういったところはまだ決まっており

ません。 

 今のところ、転所をしなければならない

ということで特別養護老人ホームに入るだ

とか、国保病院に入院するだとか、そうい
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うところはまだ何も決まっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

今これから出てくるかもしれないというこ

とですね。分かりました。 

 それと、もう一つ、いいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 大丈夫です。その

ままいってください。 

○１０番（進藤晴子君） 職員のほうです

ね。職員の再雇用、もし御希望がある方で

あれば町で引き受けたいという、そういう

希望もあるということで出てましたが、そ

の辺のことではどういうふうに職員さんに

アプローチをしていく、いつ頃からアプ

ローチしていく予定でしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今、あづまの里さ

んで働いている方たち、来年の３月で施設

がなくなるということになると、今働いて

いる人たちは次どうしようかということに

なるわけなのですけれども、一番大事なの

は今入所されている方たち、そして次には

そこで働いている人たち、そして三つ目に

は今後の老健がなくなった後のどうしてい

くのかというようなことがやはり課題とし

てあるのかなと思っておりますけれども、

二つ目の働いている人たちの部分について

は、施設を１２月４日ですかね、職員の方

たちに伝えますよということで、あづまの

里さんのほうで話があって、そのときに次

の働き先でもしも町のほうでもそういう求

人があるのであれば、三意会さんのほうで

も職員の人たちに伝えてあげますよと、伝

えますよということで言っていただいてま

すので、町としても先ほどから話がありま

すように、介護人材であったり医療人材で

あったり、決して十分に足寄町内でいらっ

しゃるということではないので、できる限

り足寄町の中で仕事をしていただけるもの

であれば仕事していただきたいなというよ

うに思っておりまして、そういったところ

で取りあえず医療人材の部分の、言ってみ

れば看護師さんだとかなのですけれども、

そこの部分については町でもこういう人材

を募集してますよというところは既にお示

しをさせていただいて、多分三意会さんの

中で職員の皆さんに、町でもこういう人た

ちを募集してますよということを言ってい

ただいているのかなというように思ってお

ります。 

 あと、介護士の部分でありますけれど

も、介護人材についても町としてはできる

だけ確保できればなと、今現在でも十分で

はないという部分もあって、介護職員につ

いても募集をしたいなというように思って

おります。 

 せっかく足寄で今まで働いてこられた方

たちですから、足寄でまた引き続き仕事を

してもらえるような、そんな取組をしたい

なというように思っておりまして、条件も

含めて少し中身を、こういう条件だったら

足寄でも働いてもいいなと思えるような少

し条件にしなければならないのかなという

ようにもちょっと思っておりまして、そう

いう条件も含めて少し検討しながらなるべ

く早い段階で町で介護人材を募集してます

よというような形でお示しをして、もしも

残っていただけるような人がいれば、ぜひ

とも足寄で働いていただきたいなというよ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 本日の３０分の持

ち時間がもう残り僅かですので、明日に持

ち越しという形でよろしいでしょうか。 

○１０番（進藤晴子君） はい。 

○議長（髙橋秀樹君） では、これにて１

０番進藤晴子君の一般質問を終了いたしま

す。 

 ここで、２時まで休憩といたします。 

午後 １時５１分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議



― 33 ― 

を再開いたします。 

 次に、５番田利正文君。 

（５番田利正文君 登壇） 

○５番（田利正文君） 通告書に従って、

一般質問を行います。 

 件名は、本町のゼロカーボン宣言に係る

今後の取組についてです。 

 １１月、二つの新聞記事に注目しまし

た。一つは、温室効果ガスの世界平均濃度

が観測史上最高を更新したというもので

す。もう一つは、１２万５,０００年間で最

も気温が高い年になるというものです。 

 私たちの温暖化対策の取組の真価が問わ

れていると思います。 

 一つ目、足寄町はゼロカーボン宣言を

し、足寄町再生可能エネルギー導入計画を

策定、今後、足寄町地球温暖化対策実行計

画（実務編と地域編）を策定する計画です

が、取組の現状で発表できるものがあれば

伺いたいと思います。 

 二つ目、温室効果ガスを減らすという取

組について、町民の意識の醸成が必要だと

言われていますが、町民の目に見え、話題

になる、経費をかけない行政の取組の一つ

として、職員の皆さんと十分な議論と合意

の上で、通勤にマイカーを使わないという

取組を検討できないでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の「本町

のゼロカーボン宣言に係る今後の取組につ

いて」の一般質問にお答えします。 

 本町では、令和３年９月に足寄町ゼロ

カーボンシティ宣言をし、２０５０年まで

に本町における温室効果ガスの実質排出ゼ

ロを目指しております。その宣言に基づ

き、自然エネルギーやバイオマスなどの再

生可能エネルギー等の活用を通し、町の活

性化につなげていくため、令和４年１０月

に足寄町再生可能エネルギー導入計画を策

定しました。 

 本年度は、今後の行政での具体的な施策

を示す足寄町地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）の策定を行う予定となっており

ます。また、町全体でゼロカーボンに向け

た具体的な取組を進めるための指針となる

足寄町地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）は、令和６年度に策定する予定として

おり、現在のところ、今後に向けた具体的

な取組を御報告できる状況にはありません

ので、御理解を賜りますようお願いを申し

上げます。 

 なお、広報あしょろにゼロカーボンに向

けた各種情報を毎月掲載しており、今後も

積極的な情報提供に努めてまいります。 

 また、「職員の通勤時にマイカーを使わ

ないようにできないか」についてですが、

本町においては、平成２９年度から十勝定

住自立圏共生ビジョンに基づいて、十勝管

内全市町村が参加する「とかち市町村一斉

ノーカーデー」に取り組んでおり、毎年６

月から９月までの第１金曜日の計４回、職

員の通勤時に徒歩や自転車の利用を呼びか

け、マイカー利用の自粛に努めておりま

す。 

 本町では、公共交通機関が十分に整備さ

れていないことなどから、職員全員がマイ

カーを使わず通勤することは不可能と考え

ますが、温室効果ガスの縮減や職員の健康

増進等のために、関係部局と協議の上、徒

歩や自転車通勤を今後とも奨励してまいり

たいと考えておりますので、御理解賜りま

すようお願い申し上げ、田利議員の一般質

問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 今答弁いただいた

わけですけれども、これでは議論にならな

いですね。ここで何を言いたかったかとい

うことだけ先にちょっとお伝えしておきた

いと思います。でないと、一般質問に立っ

た意味がないと思いますので。 

 一つは、短くして２行だけしか書きませ

んでした。１２万５,０００年間で最も気温
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が高い。そんなことがなぜ分かったのかと

いう話ですとか、それから温室効果ガスの

平均濃度が観測史上最高を更新したとかと

いうニュースが出てましたので、これにつ

いてその後いろいろな新聞報道が、もちろ

んテレビでもそうなのですけれども、それ

からドバイでしたか、で世界的な取組が行

われていますよね。その中でも世界中の今

の取組では間に合わないということが警告

されています。そして、一番強烈だったの

は、私自身ですけれども、国連の事務総長

が地球温暖化と呼ぶのでは生ぬるいと言っ

たかどうか知りませんけれども、ただ言っ

たのは「グローバルボイリング」、地球沸

騰化という表現で警鐘を鳴らしたというの

は物すごい大きいのではないかと私は思っ

ているのですよね。その意味で、本格的に

足寄町、あるいは足寄の地域でどうするの

かということは後で町長が言われてまし

た、地域編だから令和６年だと言ってまし

たけれども、その辺が出てくるともっと具

体的になるのかなという気がしますけれど

もね。本格的にやはりそこを議論していく

必要があるのではないかというふうに思え

てならないのですよ。行政、それから団

体、もちろん個人も含めてですね。地域の

中でそういうことを議論されていく中で、

それをどう具体化していくのか。世界は世

界、国は国、けれども足寄町はどうするの

か、足寄の地域はどうするのかということ

が明らかになっていかないと駄目なのでは

ないのかなという気がするのですね。 

 それで、２番目のところにあえて書いた

のですけれども、町職員の皆さんと十分な

議論を踏まえて、合意の上でマイカーを、

ゼロにするというわけではないですよ。も

ちろんマイカー使わなければ来られない人

もいるわけですから。そうではなくて、可

能なところは使わないということができな

いだろうかと。なぜそうなのかというと、

例えばここの議会に来られている記者の方

いらっしゃいますよね。それから傍聴に来

られた方、あるいはむすびれっじに来られ

た方が役場に来ます。来たときに、ここの

駐車場ががらがらしていたら、どうしたの

となりませんか。なりますよね。まず聞き

に来ますよ。どうしたのと。実はこうこう

こういうことでとなるじゃないですか。そ

ういう話題になると。目にも見えるし話題

になると。しかもそれはお金かかりません

よね。行政として何億円必要ありませんよ

ね。そういう意味では、議論して合意でき

るところからやれることではないのかなと

いう思いがあったものですから、ぜひ町長

のほうでそれ決断していただいて、職員の

皆さんと本当に腹を割ってというのです

か、議論していただいて、そういうことが

可能でないのかという思いがありましたの

で、そこをぜひ今後十分考えていただい

て、実行に移していただけないかなという

ことを述べて、ここは終わりにしたいと思

います。 

 二つ目に入ります。 

 里見が丘公園などの管理についてという

ところに行きたいと思います。 

 里見が丘公園の大型遊具が設置されて以

後、町内外の多くの人が利用しています。 

 以下の点について伺います。 

 一つ、国道から里見が丘公園（遊具のあ

るところ）への案内板の設置計画はないで

しょうか。 

 例えば、山手通りの西町７丁目にある

「ネイパルあしょろ」の案内看板のような

イラスト入りのものが好ましいと、私は

思っています。 

 二つ目、総合体育館前にある公園の全体

案内板、この補修計画はあるでしょうか。 

 三つ目、各大型遊具のところに、ふわふ

わドームのところにあるような「御利用上

の注意」の看板が必要ではないでしょう

か。 

 四つ目、キャンプ場から温泉浴場までの

園内路造成計画はどうなっているでしょう

か。 



― 35 ― 

 五つ目、パークゴルフ場のスタート台と

ゴールまでの距離案内板の補修・整備計画

はあるでしょうか。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の「里見

が丘公園等の管理について」の一般質問に

お答えします。 

 １点目の「国道から里見が丘公園（遊具

のあるところ）への案内看板の設置計画」

につきましては、遊具等の設置場所にたど

り着けないとの御意見を各方面から頂いて

おりますので、今年度中に設置をしたいと

考えております。 

 次に、２点目の「総合体育館前にある公

園の全体案内板の補修計画」につきまして

は、経年劣化による退色等により文字等の

判明ができない状況となっておりますの

で、修繕に向けて検討しております。 

 次に、３点目の「各大型遊具のところに

ふわふわドームのところにあるような「御

利用上の注意」の看板が必要」につきまし

ても、来年度の設置に向けて検討している

ところでございます。 

 次に、４点目の「キャンプ場から温泉浴

場までの園内路造成計画」につきまして

は、里見が丘公園内の幹線園路は、令和４

年度及び令和５年度の２か年で総合体育館

前から野球場まで、本年度は旧青少年会館

前からキャンプ場駐車場までを整備いたし

ました。 

 キャンプ場から温泉浴場までの園路につ

きましては、令和２年５月里見が丘公園整

備計画の見直しを行った際に、当面整備を

見送ることといたしましたが、本年４月に

オープンした温泉浴場施設やふわふわドー

ムなどの大型遊具等は、町内外から多くの

方々に御利用いただいていることから、こ

れら施設とキャンプ場を結ぶ園路を整備す

る必要性があるものと判断し、来年度から

２か年をかけて整備する方向で検討してお

りますので、御理解を賜りますようお願い

を申し上げ、田利議員の一般質問に対する

答弁とさせていただきます。 

 なお、５点目のパークゴルフ場に関する

質問につきましては、教育委員会教育長か

ら答弁をさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、東海林教育

長。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 教

育委員会から、田利議員の「里見が丘公園

等の管理について」の一般質問についてお

答えします。 

 ５点目の「パークゴルフ場のスタート台

とゴールまでの距離案内板の補修・整備」

についてですが、里見が丘公園のパークゴ

ルフ場の各コースに設置しているスタート

台や距離案内板については、競技団体であ

る足寄町パークゴルフ協会との連携を図り

つつ、必要に応じてスタート台の張り替え

や距離案内板の書き換えなどを行っており

ます。 

 今後も引き続き、利用者の視点に立った

施設管理と競技環境の向上に取り組んでま

いりますので、御理解賜りますようお願い

申し上げ、田利議員の一般質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許しま

す。 

 ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 確認をするという

意味で再質問させていただきたいと思いま

す。 

 看板は今年度内に設置するということで

すけれども、通告書で言いましたネイパル

足寄に行く看板、ああいう感じのものにな

るかどうかという意味があるのですけれど

も、言えば、車で来られて国道から入ると

きに看板を見て、こういうのがあるのだな

と、イラスト入ってますよね、あそこのは

ね。プールなら泳ぐもの、パークゴルフな

らパークゴルフのものがあるとかとなって

います。そういうのが入るのかどうかとい
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うことをお聞きしたいのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） お答えをいた

します。 

 田利議員おっしゃっている町道の西町７

丁目の総泉寺さんの前からネイパル足寄に

向かっていく坂道のところについている看

板のことだと思いますけれども、当初こち

らのような大きな看板を設置することを一

時考えましたが、まず国道に当然設置する

のが一番分かりやすいのかなということ

で、帯広開発建設部の足寄道路事務所さん

のほうと協議をさせていただきました。結

果、このような大型看板を国道に設置して

ある案内標識のところに共架をしようとし

ていたのですが、その辺につきましては今

現在は許可を出せないという御返事を頂い

たものですから、最終的にどのようにする

かを課内で考えたのですが、あくまでも国

道に設置する場合は単独で足寄町が設置し

て占用をいただくか、もしくは既存に設置

してある国道に足寄町が設置しております

デザイン街路灯というのがございますの

で、そちらのほうに共架をして看板を設置

するという方法を考えました。 

 一番安価にできるのは、デザイン街路灯

のほうに添架することですので、ネイパル

足寄のような大型の看板は設置は不可能と

いうことで、あくまでも里見が丘公園まで

何キロという表示をする案内看板を設置す

る方向で考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） これも高校のほう

から下りてくる道路から、年配の方が来ら

れまして、車止めて、止まってくれと言わ

れて聞かれたのが、まず一つは温泉どこに

あるのだというのですよ。そうやって言わ

れてみて、はっと思ったのです。神社のほ

うからずっと上がっていきますよね。上

がっていったら当初は何も温泉の看板どこ

にもないのですよ。だから多分分からない

なと思ったのが一つですね。それからもう

一つは、親子連れの若いお母さんが来られ

ていて、大型遊具のところに、ふわふわ

ドームのところに行きたいのだけれども、

どこから行くのと言われたのですよ。それ

にしたら、今だったらスマホかナビで分か

るのでないかと思ったのですね。私は地元

にいるからまさかカーナビ使ってそこ行っ

たことはありません。改めてやったら、中

古車なものですから、出ないのですよ。里

見が丘公園と入れたら、全然違うところ出

てくるのですね。スマホでやったらちゃん

と出てくるのですよ。そういうことがあっ

たのでないかという気が勝手にしたのです

けれどもね。それでどこかに、入り口に、

本別側から来られても陸別側から来られて

も芽登側から来られても、どこから来られ

ても分かるところに一定の道路標識ではな

いか、案内板がやはり必要なのかなと思い

ました。よく見ていると、芽登から来た

ら、旧芝桜公園のところから来るときに

キャンプ場入るところに里見が丘公園と

でっかい看板ありますね。ああいうのがあ

れば一番いいのですけれどもね。あそこに

キャンプ場入り口と書いてあるのですよ。

それがあるのですけれども、６年度から２

年かけて園内路をつくると、今言ってまし

たよね。そうなると、旧芝桜公園のところ

から入ったところから真っすぐ総合体育館

やパークゴルフ場や温泉のほうにも行ける

わけですよね。 

 行けないのですか。園内路ができてもそ

れはできない。そうか。 

 そうなると、単純に考えたら、今回今年

できた入り口から入ってキャンプ場の駐車

場までの道路ができた。あれにつながって

総合体育館のほうまで下りられる道路がで

きるのかと思ったものですからね。それが

できると、直接行けるから、看板が２か所

必要なのかなと思ったのです。それができ

なければ別ですね。分かりました。 
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 それで、もう一つは、郊南の交差点のと

ころには、例えば公園がこちらにあります

とか何も一つも多分ないですよね。それ必

要でないかと思うのです。それはどうなの

でしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野建設課長、答

弁。 

○建設課長（松野 孝君） 先ほど町長が

お答えいたしましたとおり、今年度の既定

予算で先ほど言った国道のデザイン街路灯

に添架する看板のほか、あと足寄神社さん

の前ぐらいに里見が丘公園という看板があ

りますけれども、そちらのほうに温泉浴場

だとか遊戯広場という名称をつけて案内を

する看板を設置する予定でおります。 

 国道につきましても、今年度ではござい

ませんけれども、来年度の予定ですけれど

も、郊南の国道とあと陸別方面から来たほ

うから分かるような位置に、里見が丘公園

までの案内標示の看板を設置する予定でお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） キャンプ場に、先

ほどの高速道路の話もありましたけれど

も、キャンプ場に何日か泊まって道東観光

をするという方が年に何組か来るそうです

ね。そのときに、一つは温泉が分からな

い、ふわふわドームのところが分からない

という話がありましたし、それから行きに

くいということがあったのですよ。だか

ら、そういうことも含めて随所随所に、こ

こから入れるのだよという、大きいのはで

きないというから小さいのだけでもつける

必要があるなと思うので、そこをちょっと

お願いしたいと思います。 

 次に行きますけれども、総合体育館の前

にある全体の看板ですね。町長の答弁あり

ましたけれども、色が剝げていて見えなく

なってきています。あれをそのまま使うの

であれば、絵図面というのですかね、絵を

そっくり書き換えてもらって、今は右に１

から１４までずっと並べてあるのですね。

例えば上見えなかったのですけれども、テ

ニスコートとか和弓遠的場だとか、メロ

ディーつり橋とかと１４まで書かれている

のですよ。あれをそこに書かないで、図を

大きくして図のところに点をつけて、ここ

にメロディー橋ありますとか、ゴルフ場が

ありますとかというふうに入れたほうが、

今のやつを使う範囲ではより見やすいので

はないかという気がしたものですから、そ

の辺もちょっと考慮してほしいなと思いま

すが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほども申し上げ

ましたように、非常に経年劣化によって、

非常に見づらくなってきているという状況

でありまして、看板のていをなしていない

という状況にはなってきています。それ

で、今後検討していくわけですけれども、

道路の話も先ほどしましたけれども、今後

道路もまた少し直していく部分もあって、

公園のほうとそれからキャンプ場のほうと

もつなげるような形にできればというよう

に思っておりますので、そういう道路も出

来上がった段階できちんとした看板をつ

くったほうがいいのかなと。一度つくって

ももう一回道路が出来上がったらまた直さ

なければならなくなるというようなことも

ありますので、きちんと二度手間にならな

いように、一定の道路等も出来上がって、

言ってみれば里見が丘公園の整備が一定程

度終わったよという段階で看板については

直したほうがいいのかなというように思っ

ているところであります。 

 ただそうはいっても、見づらいだとか、

どこに何があるのかよく分からないだとか

というようなことも当然あるわけですか

ら、そういったことも含めて、来年度ま

た、きちんとした看板はやはり出来上がっ

てからになると思いますけれども、その前

の段階でやはり１年なり２年なり、公園を

使う人たちが分かるような、暫定的なもの
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でも何か考えなければならないのかなとい

うようなところも含めて検討させていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 私もそう思って、

園内路がいつできるのかだとか、入り口が

二つあるのではないかという話をしたの

は、そこなのですけれどもね。だから、お

金をかけないで今ある看板に上から貼って

もらう感じで取りあえず、当面こうなって

いますと。いずれ出来上がったときにはと

書いておいてもいいと思うのですよ。そう

すればみんな納得してくれると思うのです

ね。 

 もう一つは、園内路をどこからどういう

ふうにつながるのですか。そこを聞きたい

と思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 予定といたしまし

ては、里見が丘の総合体育館の前からずっ

と真っすぐ西側のほうに向かって、山側の

ほうに向かっていって、野球場と自由広場

の間を通って、それからちょっと曲がっ

て、こっちから行ったら左に曲がって、南

側のほうに曲がって、パークゴルフ場の横

をずっと通っていって、国道に近いところ

まで行くとまた道路があるのですけれど

も、そこまでは行かないで、ちょっとした

駐車場があるのですけれども、その辺りか

らぐっと里見が丘の旧青少年会館の入り口

のところですね、あそこに向かっていく道

路をつけたいというように考えています。 

 ちょっと角度が、勾配というのですか

ね、勾配がちょっとありまして、急な坂に

ちょっとなるような状況にはなるのですけ

れども、そこを通っていくと、里見が丘の

今の青少年会館の前辺りに出てきて、その

ままキャンプ場のほうに行けるというよう

な、そんなことで考えているところであり

ます。 

 来年、再来年ぐらいの２年間ぐらいで整

備をしていくというような形になろうかと

いうように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 次に移ります。 

 大型遊具のところに注意啓発の看板が必

要でないかという思いがあるのですけれど

も、これもお子さん連れの方から指摘され

て、ターザンロープというのですか、ぶら

下がっていくやつ、あれが危ないと言われ

て見に行ったのです、私。見に行ったら、

ちょうど若いお母さんと子供さんがいて、

それで遊んでいたのです。それをずっと見

ていたのですよね。見ていたけれども、悲

しいかな、今小さい子供いないものですか

ら分からないのですよ、何が危険なのかと

いうのが。もう一回聞いてきて、そういう

ことかと分かったのですけれども、それで

改めてずっと遊具のところ回ってみたので

すよ。そうしたら、ふわふわドームのとこ

ろにはカラーでこういう大きい看板で、丸

がいっぱいついてあって、必ず大人がきち

んといてくださいとかといろいろ書いてあ

る。何歳から何歳までとかと。けれども

ターザンロープのところには、それから滑

り台にも書いてないのですよ。何があるか

といったら、建造物の鉄柱ありますね。鉄

柱にシールが貼ってあるのですよ。だから

遊具メーカーが貼ったのかなという気はす

るのですけれども、注意事項が小さく書い

てあるのです。しかも目線が私の目線です

から、１６０センチの目線で貼ってあるの

ですよ。あれは大型遊具の管理者のほうか

らすれば手抜きでないかという気がしたの

ですよね、正直言いますと。あれは町で

貼ったものでしょうか。鉄柱に貼ってある

やつというのは。大型滑り台とか何かに

貼っているのはそうなのですね。ふわふわ

ドームだけ看板２枚あるのです、カラー

で。そこだけがきちんと書いてあるのです

けれども、そういうのがないのですけれど

も、その辺はどこで貼ったのでしょうか。 
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○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） きちんと分かって

いるわけではありませんけれども、多分業

者の方が遊具を設置したときにつけている

ものというふうに思っているのですけれど

も、何でもかんでも看板をというのもいか

がなものかなという気はしますけれども、

ただやはりみんなが分かるように、気をつ

けなければならないことというのはやはり

あるわけですから、そのことについてあま

り見づらいようであればやはり分かりやす

いような形の表示のほうがいいのかなとい

うようには思います。ちょっとどういう状

況なのかそれだけではやはり不十分で、ふ

わふわドームのところにあるような、そう

いったものがいいのか、果たしてもっと違

うものがいいのか、そういったことも含め

て来年度の中で検討しながら、設置したほ

うがいいのかどうなのか、ちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 終わりです。いい

ですか。明日やりますか。では明日。 

 これにて、５番田利正文君の一般質問を

終了いたします。 

 

◎ 延会の議決 

○議長（髙橋秀樹君） お諮りいたしま

す。 

 本日はこれで延会としたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれで延会とすることに

決定いたしました。 

 

◎ 延会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 本日はこれで延会

いたします。 

 次回の会議は、１２月１８日午前１０時

より開会いたします。 

 大変御苦労さまです。 

午後 ２時３１分 延会 
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